
（1）第1504号 日 医 ニ ュ ー ス 〔昭和42年3月4日第3種郵便物認可〕令和6年5月20日

〒113－8621 東京都文京区本駒込2－28－16
電話 03－3946－2121（代）
FAX 03－3946－6295
E-mail wwwinfo@po.med.or.jp
https://www.med.or.jp/

発
行
所

毎月2回　5日・20日発行　定価　2,400円／年（郵税共）No. 15042024. 5. 20

●		都道府県医師会社会保険	
担当理事連絡協議会

	 	 ………………… 2面
●		令和6年度学校保健	
講習会	 ………… 3面

●	定例記者会見	
	 	 ………………… 4面

「
歳
出
に
目
安
を
設
け
る
こ

と
」
は
デ
フ
レ
下
の
遺
物

会
見
の
冒
頭
、
松
本
会
長

は
、
財
政
制
度
等
審
議
会
（
以

下
、
財
政
審
）
の
「
２
０
２

５
年
度
以
降
の
予
算
編
成
に

当
た
り
、
社
会
保
障
関
係
費

の
歳
出
の
目
安
を
継
続
す
べ

き
」
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
、

「
社
会
保
障
費
の
伸
び
を
高

齢
化
の
範
囲
内
に
抑
え
る
と

い
う
対
応
は
、
デ
フ
レ
下
の

遺
物
だ
」
と
強
調
。
イ
ン
フ

レ
下
で
は
税
収
も
保
険
料
も

増
加
す
る
こ
と
か
ら
、
賃
上

げ
・
物
価
高
騰
の
イ
ン
フ
レ

下
で
、
高
齢
化
の
伸
び
と
い

う
シ
ー
リ
ン
グ
に
制
約
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
と

と
も
に
、
「
失
わ
れ
た
30
年

の
過
ち
を
繰
り
返
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
歳
出
の
目
安
を
示

す
こ
と
は
、
人
件
費
に
上
限

を
設
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ

り
、
「
政
府
が
重
要
政
策
と

し
て
位
置
付
け
る
賃
上
げ
を

阻
む
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
」
と
主
張
。

財
政
審
の
「
少
子
化
」
パ
ー

ト
の
資
料
で
、
賃
上
げ
の
流

れ
が
波
及
し
て
い
く
必
要
性

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の

矛
盾
を
指
摘
し
た
上
で
、
賃

上
げ
の
流
れ
は
医
療
・
介
護

分
野
の
従
事
者
に
も
波
及
さ

せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
し

た
。次

に
、
現
役

世
代
が
負
担
す

る
社
会
保
険
料

に
つ
い
て
、
財

政
審
が
、
医
療
・

介
護
に
係
る
保

険
料
率
の
上
昇

を
抑
制
す
る
取

り
組
み
の
継
続

を
求
め
て
い
る

こ
と
に
対
し
、

政
府
が
掲
げ
る

「
コ
ス
ト
カ
ッ

ト
型
経
済
か
ら

の
完
全
脱
却
」

で
は
、
現
役
世

代
の
手
取
り
も

増
や
し
な
が

ら
、
そ
れ
に
伴
っ
て
現
在
の

料
率
の
ま
ま
保
険
料
収
入
も

増
え
、
社
会
保
障
は
そ
の
中

で
十
分
行
う
こ
と
が
で
き
て

い
る
と
説
明
。
ま
た
、
２
０

１
８
年
の
国
の
推
計
で
は
、

協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率
が

上
昇
す
る
と
さ
れ
て
い
た

が
、
実
際
は
コ
ロ
ナ
禍
が
あ

っ
た
中
で
も
協
会
け
ん
ぽ
の

保
険
料
率
は
据
え
置
き
も
し

く
は
下
落
し
て
い
る
と
し
た
。

ま
た
、
医
療
費
の
伸
び
と

経
済
成
長
率
に
つ
い
て
、
財

政
審
が
、
「
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
実

額
や
雇
用
者
報
酬
、
消
費
者

物
価
指
数
な
ど
、
各
種
経
済

指
標
と
比
べ
て
、
国
民
医
療

費
は
安
定
的
に
増
加
し
続
け

て
い
る
」
と
作
為
的
な
主
張

を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
上
で
、
「
国
民
医
療
費
は

高
齢
化
の
伸
び
よ
り
も
抑
え

る
こ
と
が
で
き
て
お
り
、
過

去
の
推
計
値
を
大
き
く
下
回

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
推
計

値
は
過
大
予
測
に
な
っ
て
お

り
、
デ
フ
レ
下
の
コ
ス
ト
カ

ッ
ト
型
経
済
を
踏
襲
し
、
国

民
に
過
度
な
不
安
を
煽あ

お

る
べ

き
で
は
な
い
」
と
反
論
し
た
。

地
域
別
単
価
の
導
入
は
極

め
て
筋
の
悪
い
提
案

診
療
所
の
偏
在
是
正
の
た

め
の
地
域
別
単
価
の
導
入
に

つ
い
て
は
、
財
政
審
が
、
診

療
所
不
足
地
域
と
診
療
所
過

剰
地
域
で
異
な
る
１
点
当
た

り
単
価
と
し
て
、
主
に
都
市

部
の
単
価
引
き
下
げ
を
主
張

し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、「
わ

が
国
で
は
、
国
民
皆
保
険
で

あ
る
公
的
医
療
保
険
制
度
の

下
、
誰
も
が
、
ど
こ
で
も
、

一
定
の
自
己
負
担
で
適
切
な

診
療
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
を

基
本
的
な
理
念
と
し
、
診
療

報
酬
に
つ
い
て
、
被
保
険
者

間
の
公
平
を
期
す
観
点
か

ら
、
全
国
一
律
の
点
数
が
公

定
価
格
と
し
て
設
定
さ
れ
て

い
る
」
と
解
説
。
こ
の
制
度

を
今
後
も
維
持
し
て
い
く
必

要
性
を
指
摘
す
る
と
と
も

に
、
医
療
機
関
の
分
布
は
、

各
地
域
の
人
口
に
応
じ
て
現

在
の
形
に
落
ち
着
い
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
診
療

所
の
過
不
足
の
状
況
に
応
じ

て
診
療
報
酬
を
調
整
す
る
仕

組
み
は
、
わ
が
国
の
人
口
分

布
の
偏
り
に
起
因
す
る
も
の

を
、
あ
た
か
も
医
療
で
調
整

さ
せ
る
よ
う
な
極
め
て
筋
の

悪
い
提
案
だ
」
と
一
蹴
。
断

じ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と

の
考
え
を
示
し
た
。

財
政
審
の
医
薬
品
に
関
す

る
主
張
に
対
し
て
は
、
ま
ず

費
用
対
効
果
評
価
に
つ
い

て
、
「
医
学
的
に
安
全
性
・

有
効
性
が
確
認
さ
れ
た
も
の

に
つ
い
て
は
保
険
収
載
を
行

う
」
と
い
う
の
が
国
民
皆
保

険
制
度
の
原
則
で
あ
り
、
保

険
収
載
の
可
否
に
用
い
る
の

は
適
切
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
保
険
収
載
さ
れ
た
医
薬
品

の
価
格
調
整
を
行
う
も
の
で

あ
る
と
し
た
。

ま
た
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
に

つ
い
て
は
、
「
そ
も
そ
も
診

療
で
は
、
医
師
が
日
常
生
活

を
含
め
た
患
者
の
全
体
の
状

態
を
よ
く
見
て
医
学
管
理
を

行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

特
に
生
活
習
慣
病
の
薬
剤
の

処
方
は
、
そ
の
一
部
に
過
ぎ

な
い
」
と
指
摘
。
薬
だ
け
を

取
り
出
し
て
論
じ
る
の
で
は

な
く
、
幅
広
い
視
点
を
持
っ

て
議
論
を
行
う
こ
と
を
求
め

た
。長

期
収
載
品
に
対
す
る
選

定
療
養
の
仕
組
み
が
導
入
さ

れ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
医

薬
品
の
供
給
が
不
安
定
な
状

況
が
長
く
続
く
中
、
10
月
の

制
度
導
入
時
に
は
混
乱
が
生

じ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る

他
、
後
発
医
薬
品
の
供
給
状

況
が
更
に
悪
化
す
る
可
能
性

に
も
懸
念
を
示
し
、
導
入
以

降
の
動
向
を
し
っ
か
り
と
踏

ま
え
た
対
応
が
必
要
で
あ
る

と
し
た
。

か
か
り
つ
け
医
機
能
に
つ

い
て
は
、
財
政
審
の
主
張
に

対
し
、
厚
生
労
働
省
の
「
か

か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ

れ
る
制
度
の
施
行
に
関
す
る

分
科
会
」
で
、
制
度
整
備
の

方
向
性
と
し
て
、
（
１
）
一

人
の
医
師
や
一
つ
の
医
療
機

関
で
は
な
く
、
複
数
の
医
師

や
複
数
の
医
療
機
関
が
地
域

を
面
と
し
て
支
え
る
、（
２
）

人
口
や
医
療
従
事
者
が
減
少

し
て
い
く
中
で
、
地
域
の
医

療
資
源
を
う
ま
く
活
用
・
開

発
し
て
地
域
に
必
要
な
機
能

を
実
現
す
る
た
め
、
多
く
の

医
療
機
関
が
積
極
的
に
参
加

で
き
る
、
（
３
）
医
師
を
始

め
と
す
る
医
療
従
事
者
や
医

療
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
目

に
応
じ
て
で
き
る
こ
と
を
拡

大
し
て
い
く
努
力
を
し
っ
か

り
行
う

─
こ
と
を
日
本
医

師
会
と
し
て
主
張
し
て
い
る

こ
と
を
説
明
し
、
そ
れ
に
尽

き
る
と
し
た
。

ま
た
、
金
融
所
得
・
金
融

資
産
を
勘
案
し
た
公
平
な
負

担
や
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
お
け
る
「
現
役
並
み
所

得
」
の
判
定
基
準
の
見
直
し

な
ど
、
年
齢
で
は
な
く
能
力

に
応
じ
た
負
担
等
を
求
め
る

主
張
に
は
、
「
全
て
の
世
代

に
と
っ
て
安
心
で
き
る
社
会

保
障
制
度
を
構
築
す
る
観
点

か
ら
、
今
後
と
も
し
っ
か
り

と
議
論
を
尽
く
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。

医
師
養
成
数
に
つ
い
て

は
、
２
０
２
６
年
度
の
医
学

部
定
員
数
を
、
２
０
２
４
年

度
の
総
定
員
数
９
４
０
３
人

を
上
限
と
す
る
方
針
が
決
ま

っ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
今
後

の
医
師
養
成
数
も
、
こ
れ
か

ら
の
日
本
の
人
口
動
態
等
を

踏
ま
え
な
が
ら
議
論
を
深
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
し

た
。

子
ど
も
・
子
育
て
は
社
会

全
体
で
支
え
る
べ
き

更
に
、
少
子
化
対
策
に
も

触
れ
、
財
源
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
は
必
要
と
し
た
上

で
、
「
医
療
を
始
め
と
す
る

社
会
保
障
費
を
削
っ
て
捻
出

す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
に

対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な

財
源
を
し
っ
か
り
と
確
保
す

る
こ
と
が
重
要
」と
指
摘
し
、

「
子
ど
も
・
子
育
て
は
社
会

全
体
で
支
え
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
病
に
苦
し
む
方
々
の

た
め
の
財
源
を
切
り
崩
す
こ

と
は
、
決
し
て
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
」
と
強
調
し
た
。

日
本
医
師
会
は
４
月
16
日

に
開
催
さ
れ
た
第
13
回
災
害

対
策
本
部
会
議
に
お
い
て
、

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
の

被
災
地
に
対
す
る
日
本
医
師

会
災
害
医
療
チ
ー
ム
（
Ｊ
Ｍ

Ａ
Ｔ
）
の
派
遣

を
５
月
末
を
め

ど
と
し
て
延
長

す
る
こ
と
を
決

め
た
。

日
本
医
師
会

で
は
、
地
震
発

生
直
後
か
ら
都

道
府
県
医
師
会

の
協
力
の
下
、

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
を
派

遣
し
て
き
た

が
、
発
災
か
ら

３
カ
月
以
上
が

経
過
し
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
そ

の
終
了
時
期
を

検
討
し
て
い

た
。16

日
の
災
害
対
策
本
部
会

議
で
は
、
安
田
健
二
石
川
県

医
師
会
長
ら
が
能
登
半
島
北

部
、特
に
輪
島
市
な
ど
で
は
、

避
難
所
や
高
齢
者
施
設
へ
の

支
援
が
依
然
と
し
て
求
め
ら

れ
て
い
る
と
し
て
、
Ｊ
Ｍ
Ａ

Ｔ
派
遣
の
継
続
を
要
請
。
こ

れ
を
受
け
て
、
細
川
秀
一
常

任
理
事
は
５
月
末
を
め
ど
と

し
た
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
派
遣
の
継
続

を
行
う
こ
と
を
提
案
し
、
了

承
さ
れ
た
。

４
月
17
日
の
定
例
記
者
会

見
で
そ
の
内
容
を
説
明
し
た

細
川
常
任
理
事
は
、
具
体
的

な
支
援
内
容
に
つ
い
て
、

褥
じ
ょ
く
そ
う瘡

を
防
ぐ
た
め
の
回
診

や
、
避
難
所
や
仮
設
住
宅
へ

の
巡
回
診
療
、
ま
た
、
能
登

北
部
や
中
部
地
方
か
ら
の
支

援
依
頼
へ
の
対
応
等
を
挙
げ

た
上
で
、
「
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
活
動

を
継
続
す
る
こ
と
で
被
災
地

に
安
心
感
を
与
え
る
だ
け
で

な
く
、
一
日
で
も
早
く
医
療

提
供
体
制
が
再
構
築
で
き
る

よ
う
貢
献
し
て
い
き
た
い
」

と
述
べ
た
。

令和6年能登半島地震
 日本医師会災害医療チームの
　　　　　派遣を5月末まで延長

財
務
省
に
よ
る
歳
出
の
目
安
等
に
反
論

松
本
会
長

　松本吉郎会長は4月17日の記者会見で、4月16日の
財政制度等審議会財政制度分科会で「こども・高齢化」
について審議が行われたことを受け、「社会保障総論」
と「医療」について日本医師会の考えを説明した。
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都
道
府
県
医
師
会
社
会
保

険
担
当
理
事
連
絡
協
議
会
が

３
月
28
日
に
開
催
さ
れ
、
本

年
６
月
施
行
の
診
療
報
酬
改

定
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て

説
明
を
行
っ
た
。

今
回
の
協
議
会
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ

セ
ミ
ナ
ー
形
式
で
開
催
さ

れ
、
長
島
公
之
常
任
理
事
が

改
定
内
容
の
ポ
イ
ン
ト
等
に

つ
い
て
解
説
し
た
。

冒
頭
あ
い
さ
つ
し
た
松
本

吉
郎
会
長
は
、
本
体
プ
ラ
ス

０
・
88
％
と
な
っ
た
令
和
６

年
度
の
診
療
報
酬
改
定
に
つ

い
て
、
当
初
、
財
務
省
か
ら

マ
イ
ナ
ス
１
％
、
医
療
費
ベ

ー
ス
で
約
４
８
０
０
億
円
の

引
き
下
げ
が
求
め
ら
れ
る
な

ど
、
厳
し
い
状
況
下
で
の
対

応
と
な
っ
た
こ
と
を
説
明
。

そ
の
中
で
、
医
療
・
介
護

の
就
業
者
約
９
０
０
万
人

の
、
公
定
価
格
の
引
き
上
げ

を
通
じ
た
賃
上
げ
の
実
現
や

物
価
高
騰
へ
の
対
応
、
そ
し

て
、
不
可
欠
か
つ
日
進
月
歩

す
る
医
療
を
、
全
て
の
国
民

に
提
供
す
る
た
め
、
「
今
回

の
改
定
は
異
次
元
の
改
定
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
強

く
主
張
し
て
き
た
こ
と
に
加

え
て
、
都
道
府
県
並
び
に
郡

市
区
等
医
師
会
の
活
動
に
よ

り
プ
ラ
ス
改
定
が
実
現
で
き

た
と
し
て
感
謝
の
意
を
示
す

と
と
も
に
、
各
地
域
で
の
会

員
に
対
す
る
今
回
の
改
定
内

容
の
周
知
を
要
請
し
た
。

続
い
て
、
医
療
保
険
担
当

の
長
島
常
任
理
事
か
ら
、
日

本
医
師
会
の
動
き
も
交
え
な

が
ら
、
令
和
６
年
度
診
療
報

酬
改
定
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

点
を
中
心
に
改
定
内
容
の
説

明
が
行
わ
れ
た
。

ま
ず
、
総
論
と
し
て
、
今

回
改
定
か
ら
診
療
報
酬
改
定

Ｄ
Ｘ
に
よ
る
対
応
と
し
て
、

施
行
時
期
が
６
月
１
日
か
ら

と
２
カ
月
後
ろ
倒
し
に
な
っ

た
こ
と
及
び
改
定
率
の
内
訳

を
説
明
し
た
上
で
、
決
定
ま

で
の
経
緯
や
中
医
協
で
の
議

論
、
改
定
の
基
本
方
針
等
を

紹
介
。
中
医
協
で
は
支
払
側

委
員
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
主

張
に
対
し
て
、
診
療
側
と
し

て
そ
の
都
度
し
っ
か
り
反
論

し
て
き
た
こ
と
を
報
告
す
る

と
と
も
に
、
中
医
協
の
権
限

は
財
務
大
臣
・
厚
生
労
働
大

臣
が
合
意
し
た
内
容
に
基
づ

く
診
療
報
酬
の
配
分
に
限
ら

れ
、
政
府
が
改
定
率
を
決
定

す
る
こ
と
か
ら
、
日
頃
の
医

政
活
動
が
大
変
重
要
に
な
る

と
の
考
え
を
示
し
た
。

各
論
で
は
、
主
な
改
定
項

目
（
別
表
）
に
つ
い
て
説
明

を
行
っ
た
。

（
１
）
「
賃
上
げ
・
基
本
料

等
の
引
き
上
げ
」
で
は
、「
ベ

ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
と
初
・

再
診
料
、
入
院
基
本
料
の
引

き
上
げ
か
ら
全
体
像
が
構
成

さ
れ
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、

前
者
は
、
算
定
す
る
こ
と
で

得
ら
れ
た
収
入
を
、
医
師
や

事
務
職
員
以
外
の
看
護
職
員

や
薬
剤
師
な
ど
の
医
療
関
係

職
種
の
賃
金
改
善
に
全
て
使

い
切
る
こ
と
が
算
定
要
件
で

あ
り
、
後
者
は
40
歳
未
満
の

勤
務
医
師
や
事
務
職
員
等
の

賃
上
げ
に
使
わ
れ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

各
医
療
機
関
に
は
裁
量
が
あ

る
こ
と
な
ど
を
説
明
し
た
。

ま
た
、
説
明
動
画
や
支
援

ツ
ー
ル
が
用
意
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
紹
介
し
た
他
、
「
医

療
機
関
に
は
持
ち
出
し
を
し

て
ま
で
賃
上
げ
の
目
標
を
達

成
す
る
義
務
は
な
い
た
め
、

積
極
的
な
算
定
を
お
願
い
し

た
い
」
と
呼
び
掛
け
た
。

（
２
）「
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進
」

で
は
、
現
行
の
「
医
療
情
報
・

シ
ス
テ
ム
基
盤
整
備
体
制
充

実
加
算
」
に
つ
い
て
、
そ
の

名
称
を
「
医
療
情
報
取
得
加

算
」
に
見
直
す
と
と
も
に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ

ス
テ
ム
の
導
入
が
義
務
化
さ

れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の

趣
旨
も
診
療
情
報
・
薬
剤
情

報
の
取
得
と
活
用
に
対
す
る

評
価
に
変
更
さ
れ
た
こ
と

や
、
初
診
時
ば
か
り
で
は
な

く
、
再
診
時
に
も
新
た
に
点

数
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
な
ど

を
紹
介
し
た
。

更
に
、
情
報
通
信
機
器
を

用
い
た
精
神
療
法
に
係
る
評

価
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
や
、

情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
診

療
（
精
神
療
法
に
限
ら
ず
）

の
初
診
の
場
合
は
、
向
精
神

薬
を
処
方
し
な
い
こ
と
を
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
掲
示
し
て

い
る
こ
と
な
ど
が
施
設
基
準

と
し
て
追
加
さ
れ
た
こ
と
を

説
明
し
た
。

（
３
）
「
外
来
診
療
の
機
能

分
化
・
強
化
等
」
で
は
、
ま

ず
、
「
生
活
習
慣
病
に
係
る

疾
病
管
理
・
適
正
化
項
目
」

に
つ
い
て
、
①
現
行
の
生
活

習
慣
病
管
理
料
を
生
活
習
慣

病
管
理
料
（
Ｉ
）
と
す
る
②

特
定
疾
患
療
養
管
理
料
か
ら

糖
尿
病
、
脂
質
異
常
症
、
高

血
圧
を
除
外
し
た
上
で
、
検

査
料
等
が
包
括
さ
れ
な
い
生

活
習
慣
病
管
理
料
（
Ⅱ
）
と

し
て
再
編
す
る
③
療
養
計
画

書
の
様
式
を
大
幅
に
簡
素
化

す
る
④
月
１
回
の
算
定
を
廃

止
す
る
⑤
長
期
処
方
や
リ
フ

ィ
ル
処
方
が
可
能
で
あ
る
こ

と
を
院
内
掲
示
す
る

─
対

応
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
を
解
説
。

①
で
は
、
名
称
が
変
更
さ

れ
た
も
の
の
、
検
査
等
が
包

括
さ
れ
る
評
価
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
く
、
新
た
に

外
来
管
理
加
算
が
包
括
化
さ

れ
た
こ
と
等
に
よ
り
増
点
さ

れ
て
い
る
と
し
た
。

②
で
は
、
「
生
活
習
慣
病

が
除
外
さ
れ
た
特
定
疾
患
療

養
管
理
料
を
引
き
継
ぐ
よ
う

な
点
数
で
あ
る
」
と
す
る
と

と
も
に
、
改
定
前
の
生
活
習

慣
病
管
理
料
を
算
定
し
て
い

る
患
者
へ
の
対
応
に
つ
い
て

も
説
明
。
ま
た
、
⑤
で
は
、

長
期
処
方
や
リ
フ
ィ
ル
処
方

を
行
う
か
否
か
は
、
あ
く
ま

で
も
医
師
の
判
断
に
よ
る
こ

と
を
強
調
し
た
。

そ
の
他
、
不
安
の
声
が
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
た
特
定
疾

患
療
養
管
理
料
の
対
象
疾
患

の
見
直
し
に
も
触
れ
、
こ
れ

ま
で
糖
尿
病
、脂
質
異
常
症
、

高
血
圧
で
特
定
疾
患

療
養
管
理
料
を
算
定

し
て
い
た
医
療
機
関

の
大
部
分
は
、
新
し

い
生
活
習
慣
病
管
理

料
に
移
行
可
能
で
あ

る
こ
と
等
を
説
明

し
、理
解
を
求
め
た
。

（
５
）「
ポ
ス
ト
コ

ロ
ナ
に
お
け
る
感
染

症
対
策
の
推
進
」
で

は
、
感
染
対
策
向
上

加
算
及
び
外
来
感
染

対
策
向
上
加
算
の
見

直
し
に
つ
い
て
、
改

定
後
は
第
８
次
医
療

計
画
に
お
け
る
感
染

症
対
応
に
係
る
都
道

府
県
と
の
協
定
締
結
を
枠
組

み
と
し
た
評
価
体
系
に
見
直

さ
れ
る
こ
と
等
を
説
明
し

た
。（６

）「
医
療
機
能
に
応
じ

た
入
院
医
療
の
評
価
」で
は
、

大
き
な
変
更
点
と
し
て
「
地

域
包
括
医
療
病
棟
入
院
料
」

が
新
設
さ
れ
た
こ
と
を
紹

介
。
そ
の
概
要
を
説
明
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
急
性

期
一
般
入
院
料
が
担
っ
て
き

た
急
性
期
医
療
や
地
域
包
括

ケ
ア
病
棟
が
担
っ
て
き
た
回

復
期
医
療
の
一
部
が
、
今
後

は
地
域
包
括
医
療
病
棟
に
移

行
し
て
い
く
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
と
の
見
方
を
示
し
た
。

（
７
）「
働
き
方
改
革
・
横

断
的
事
項
」
で
は
、
入
院
時

食
事
療
養
費
の
見
直
し
に
つ

い
て
、
食
材
費
等
が
高
騰
し

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
入

院
時
の
食
費
が
約
30
年
ぶ
り

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を

説
明
し
た
。

（
10
）「
救
急
医
療
」
で
は
、

下
り
搬
送
を
評
価
す
る
点
数

と
し
て
「
救
急
患
者
連
携
搬

送
料
」
が
新
設
さ
れ
た
こ
と

に
関
し
て
、
今
後
の
救
急
医

療
の
あ
り
方
と
し
て
、
必
ず

し
も
国
全
体
で
下
り
搬
送
を

推
進
し
て
い
く
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
補
足
し
た
。

（
16
）「
医
薬
品
の
安
定
供

給
、
後
発
医
薬
品
や
バ
イ
オ

後
続
品
の
促
進
」
で
は
、
医

療
上
の
必
要
性
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
患
者
が
後
発

品
で
は
な
く
長
期
収
載
品
を

希
望
し
た
場
合
、
選
定
療
養

と
し
て
、
長
期
収
載
品
と
後

発
品
の
差
額
の
４
分
の
１
が

患
者
負
担
に
追
加
さ
れ
る
こ

表［主な改定項目］
（ 1）	 	賃上げ・基本料等の引き上げ
（ 2）	 	医療DXの推進
（ 3）	 	外来診療の機能分化・強化等
（ 4）	 	医療技術の適切な評価
（ 5）	 	ポストコロナにおける感染症対策の推進
（ 6）	 	医療機能に応じた入院医療の評価
（ 7）	 	働き方改革・横断的事項
（ 8）	 	同時報酬改定における対応
（ 9）	 	質の高い訪問診療・訪問看護の確保
（10）		救急医療
（11）		小児医療及び周産期医療
（12）		がん医療及び緩和ケア
（13）		精神医療
（14）		認知症
（15）		リハビリテーション
（16）		医薬品の安定供給、後発医薬品やバイオ後続品の促進
（17）		DPC／ PDPS・短期滞在手術等基本料等
（18）		医療資源の少ない地域等への対応
（19）		その他
（20）	経過措置・届出

都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会

令和6年度診療報酬改定概要を説明し
                その周知に対する協力を求める

と
に
な
る
こ
と
を
説
明
。
た

だ
し
、
医
師
が
医
療
上
の
必

要
性
が
あ
る
と
判
断
し
て
処

方
し
た
場
合
は
保
険
給
付
の

対
象
と
な
る
こ
と
に
注
意
を

促
す
と
と
も
に
、
日
本
医
師

会
と
し
て
、
同
仕
組
み
が
10

月
に
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間

に
、
患
者
や
医
療
機
関
に
対

す
る
十
分
な
周
知
を
国
に
求

め
て
い
く
姿
勢
を
示
し
た
。

最
後
に
茂
松
茂
人
副
会
長

か
ら
総
括
が
行
わ
れ
た
。

同
副
会
長
は
今
回
、
改
定

の
施
行
時
期
が
６
月
１
日
と

後
ろ
倒
し
さ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
現
場
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
も
た
ら
す
の
か
、
ま

ず
は
見
守
る
姿
勢
を
示
し
た

他
、
厚
労
省
の
説
明
会
や
集

団
指
導
がYouTube

視
聴
に

代
わ
る
な
ど
、
伝
達
の
方
法

が
変
わ
る
中
で
、
届
出
漏
れ

や
届
出
誤
り
が
想
定
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
厚
労
省
や
審
査

支
払
機
関
に
対
し
て
、
懇
切

丁
寧
な
周
知
と
最
大
限
の
柔

軟
な
対
応
を
す
る
よ
う
強
く

要
請
し
て
い
る
と
し
た
。

　都道府県医師会社会保険担当理事連
絡協議会は3月の開催でしたが、代議
員会特集などがあったため、掲載が遅
くなりました。ご了承願います。

お断り
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通
勤
に
毎
日
新
幹
線
を
利

用
す
る
が
、
３
月
16
日
の
Ｊ

Ｒ
ダ
イ
ヤ
改
正
に
よ
っ
て
車

内
の
喫
煙
ル
ー
ム
が
完
全
に

廃
止
さ
れ
、
身
近
で
完
全
禁

煙
環
境
を
実
感
し
た
。

現
在
20
％
台
で
あ
る
日
本

男
性
の
喫
煙
率
も
、
私
が
小

学
生
で
あ
っ
た
１
９
６
０
年

代
後
半
は
80
％
超
で
、
大
半

の
家
庭
で
父
親
は
た
ば
こ
を

吸
っ
て
い
た
。
嗜し

こ

う好
品
と
さ

れ
て
い
た
た
ば
こ
は
戦
後
の

困
窮
し
た
国
家
財
政
の
大
き

な
税
収
源
で
あ
り
、
街
角
に

多
く
の
た
ば
こ
屋
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
１
９
６
４
年

の
『
米
国
公
衆
衛
生
総
監
報

告
書
』
で
喫
煙
が
多
く
の
疾

病
の
原
因
に
な
り
得
る
と
宣

言
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
も
１
９

７
０
年
に
喫
煙
に
注

意
喚
起
を
促
す
世
界

保
健
総
会
決
議
を
行

い
、
世
の
中
は
禁
煙
に
向
か

う
。国

内
で
も
、
１
９
７
６
年

に
新
幹
線
に
禁
煙
車
両
が
設

け
ら
れ
、
た
ば
こ
の
健
康
被

害
が
認
知
さ
れ
だ
し
、
１
９

８
７
年
に
は
旧
厚
生
省
よ
り

『
喫
煙
と
健
康
問
題
に
関
す

る
報
告
書
』
が
出
さ
れ
、
公

共
交
通
機
関
や
公
的
機
関
内

で
徹
底
し
た
分
煙
が
進
む
。

１
９
９
７
年
の
『
厚
生
白
書
』

で
は
、
喫
煙
の
健
康
へ
の
悪

影
響
と
受
動
喫
煙

や
ニ
コ
チ
ン
依
存

が
指
摘
さ
れ
、
２

０
０
０
年
の
『
21

世
紀
に
お
け
る
国
民
健
康
づ

く
り
運
動
報
告
書
』
を
境
に
、

た
ば
こ
の
健
康
被
害
か
ら
あ

ら
ゆ
る
保
護
を
目
的
と
し
た

対
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
自
治
体
で
も
路
上
喫

煙
防
止
条
例
施
行
が
進
む
。

２
０
０
３
年
施
行
の
健
康

増
進
法
で
は
、
人
が
多
く
集

ま
る
施
設
で
の
受
動
喫
煙
対

策
が
規
定
さ
れ
、
２
０
２
０

年
の
改
正
健
康
増
進
法
に
よ

っ
て
つ
い
に
多
く
の
屋
内
施

設
が
罰
則
付
き
で
全
面
禁
煙

と
な
り
、
身
近
で
は
タ
ク
シ

ー
や
新
幹
線
も
分
煙
か
ら
完

全
禁
煙
と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
ホ
テ
ル
の
客
室

は
除
外
さ
れ
、
禁
煙
室
を
選

択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
公
共
の
禁
煙
区
域
内

で
の
喫
煙
所
設
置
も
残
念
な

こ
と
で
あ
る
。�（
グ
リ
ー
ン
）

完
全
禁
煙

令
和
６
年
度
学
校
保
健
講

習
会
が
４
月
７
日
、
日
本
医

師
会
館
大
講
堂
で
開
催
さ
れ

た
。渡

辺
弘
司
常
任
理
事
の
司

会
で
開
会
。
冒
頭
、

あ
い
さ
つ
に
立
っ

た
松
本
吉
郎
会
長

は
、
日
頃
の
学
校

保
健
活
動
等
へ
の

従
事
に
敬
意
を
表

し
た
上
で
、
健
康

寿
命
を
延
伸
す
る

た
め
に
は
、
ラ
イ

フ
ス
テ
ー
ジ
の
初

期
段
階
で
健
康
の

基
礎
を
獲
得
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ

る
も
の
の
、
そ
の

大
切
な
時
期
が
コ

ロ
ナ
禍
と
重
な
っ
た
子
ど
も

達
に
は
運
動
・
睡
眠
不
足
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
問
題
等

の
課
題
が
あ
る
と
指
摘
。
そ

の
解
決
に
つ
な
げ
る
た
め
に

も
本
講
習
会
で
深
め
た
知
見

を
基
に
各
地
域
で
活
動
を
続

け
て
も
ら
い
た
い
と
し
た
。

そ
の
後
は
、
松
本
吉
郎
日

本
学
校
保
健
会
長
（
弓
倉
整

日
本
学
校
保
健
会
専
務
理
事

代
読
）
の
あ
い
さ
つ
に
引
き

続
き
、
松
村
誠
日
本
医
師
会

学
校
保
健
委
員
会
委
員
長
／

広
島
県
医
師
会
長
を
座
長
と

し
て
、
５
名
の
講
師
に
よ
る

講
演
が
行
わ
れ
た
。

講
演
１

八
並
光
俊
日
本
生
徒
指
導

学
会
長
は
、
生
徒
指
導
の
基

本
書
と
な
る
『
生
徒
指
導
提

要
』
や
「
い
じ
め
」「
不
登
校
」

な
ど
の
諸
課
題
別
の
関
連
法

規
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

時
間
軸
・
課
題
性
・
対
象
別

か
ら
な
る
生
徒
指
導
の
重
層

的
支
援
構
造
等
に
つ
い
て
解

説
し
た
。

ま
た
、
八
並
会
長
は
コ
ロ

ナ
禍
の
生
徒
指
導
に
お
け
る

諸
課
題
の
実
態
に
つ
い
て
、

文
部
科
学
省
の
デ
ー
タ
を
基

に
、
教
員
に
よ
る
生
徒
指
導

が
学
校
現
場
に
お
け
る
多
忙

化
の
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
挙
げ
る
と
と
も

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
複

雑
化
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
。
ま
た
、
生
徒
指
導
の
課

題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、

多
職
種
・
他
機
関
連
携
で
行

う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
支
援
が

基
本
と
な
る
が
、
そ
の
中
で

は
医
師
が
重
要
な
役
割
を
担

う
こ
と
に
な
る

た
め
、
学
校
現

場
と
医
療
現
場

で
互
い
を
知
る

こ
と
も
求
め
ら

れ
る
と
の
考
え

を
示
し
た
。

更
に
、
チ
ー
ム
支
援
を
行

う
上
で
は
、
学
校
の
教
員
に

限
ら
ず
、
医
療
、
保
健
、
福

祉
、
警
察
な
ど
関
係
者
に
よ

る
チ
ー
ム
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、

そ
の
情
報
連
携
が
行
動
連
携

に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と

を
強
調
し
た
。

講
演
２

永
光
信
一
郎
福
岡
大
学
医

学
部
小
児
科
学
講
座
教
授

は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
子

ど
も
の
心
身
症
が
増
え
て
い

る
が
、
そ
の
発
症
に
は
体
調

不
良
や
心
理
社
会
的
因
子
な

ど
複
数
の
因
子
が
絡
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
、
医
療
、
教
育
、

行
政
な
ど
チ
ー
ム
で
向
き
合

う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
指

摘
。
具
体
的
に
は
、
「
学
校

医
と
か
か
り
つ
け
医
が
子
ど

も
の
心
の
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー

と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
、

心
の
診
療
医
も
含
め
た
地
域

に
お
け
る
多
職
種
の
チ
ー
ム

連
携
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る

こ
と
が
必
要
に
な
る
」
と
述

べ
る
と
と
も
に
、
「
医
師
会

に
は
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し

て
役
割
を
果
た
し
て
欲
し

い
」
と
要
望
し
た
。

ま
た
、
心
身
症
の
早
期
発

見
に
役
立
つ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
キ
ッ
ト
で
あ
る
「
Ｑ
Ｔ
Ａ

30
」
や
、
今
年
度
か
ら
全
国

展
開
さ
れ
る
５
歳
児
健
診
時

に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
と

し
て
活
用
で
き
る
ツ
ー
ル

『
親
子
の
心
の
診
療
マ
ッ
プ

（
子
ど
も
の
心
版
）』、
Ｇ
Ｉ

Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
で
活
用

で
き
る
ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ

ョ
ン
ア
プ
リ
な
ど
も
併
せ
て

紹
介
し
た
。

講
演
３

岡
田
賢
司
福
岡
看
護
大
学

基
礎
・
基
礎
看
護
部
門
基

礎
・
専
門
基
礎
分
野
教
授

は
、
日
本
学
校
保
健
会
作
成

の
『
学
校
に
お
い
て
予
防
す

べ
き
感
染
症
の
解
説
』
の
令

和
５
年
度
改
訂
版
に
つ
い
て

解
説
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
が
感
染
症
法
上
の

５
類
感
染
症
へ
移
行
さ
れ
、

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則

に
お
い
て
も
第
２
種
の
感
染

症
と
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま

え
て
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
し
た
上
で
、
学
校
保
健

安
全
法
施
行
規
則
に
お
け
る

出
席
停
止
期
間
の
基
準
や
そ

の
考
え
方
、
学
校
医
の
役
割

等
に
つ
い
て
説
明
。
改
訂
ポ

イ
ン
ト
に
関
し
て
は
新
規
収

載
さ
れ
た「
換
気
」「
ポ
リ
オ
」

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
」
や
、「
結
核
」「
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
」
の
内
容
を
更

新
し
た
他
、
学
校
に
お
い
て

予
防
す
べ
き
感
染
症
の
Ｑ
＆

Ａ
や
最
近
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し

て
「
麻
し
ん
」「
咽
頭
結
膜
熱
」

の
状
況
な
ど
を
取
り
上
げ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
し

て
、
そ
の
活
用
を
呼
び
掛
け

た
。

講
演
４

柏
井
真
理
子
日
本
眼
科
医

会
常
任
理
事
は
、
コ
ロ
ナ
禍

を
経
て
、
近
視
が
増
加
し
て

い
る
現
状
を
さ
ま
ざ
ま
な
調

査
・
統
計
を
基
に
報
告
す
る

と
と
も
に
、
近
視
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
等
を
解
説
。
「
近
視
の

発
生
や
進
行
は
遺
伝
的
要
因

と
環
境
的
要
因
が
複
雑
に
絡

ん
で
い
る
」
と
し
た
。

ま
た
、
休
校
や
外
出
自
粛

等
、
コ
ロ
ナ
禍
が
視
機
能
に

与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
日

本
の
み
な
ら
ず
世
界
に
お
い

て
も
近
視
が
進
行
し
て
い
る

こ
と
を
紹
介
。
更
に
、
眼
科

的
視
点
か
ら
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク

ー
ル
構
想
に
関
し
て
、
「
教

育
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
と
目

の
健
康
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
し

て
、
そ
の
た
め
に
行
っ
て
い

る
日
本
眼
科
医
会
の
取
り
組

み
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、

今
後
の
課
題
と
し
て
、
社
会

全
体
で
子
ど
も
の
目
を
守
る

た
め
、
屋
外
で
活
動
で
き
る

環
境
を
い
か
に
整
備
す
る
か

を
挙
げ
、
そ
の
実
現
の
た
め

の
理
解
と
協
力
を
求
め
た
。

講
演
５

松
本
俊
彦
国
立
研
究
開
発

法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療

研
究
セ
ン
タ
ー
精
神
保
健
研

究
所
薬
物
依
存
研
究
部
長
／

病
院
薬
物
依
存
症
セ
ン
タ
ー

長
は
、
首
都
圏
の
高
度
救
命

救
急
セ
ン
タ
ー
で
の
調
査
結

果
か
ら
、
市
販
薬
の
オ
ー
バ

ー
ド
ー
ズ
（
以
下
、
Ｏ
Ｄ
）

に
よ
る
救
急
搬
送
患
者
が
コ

ロ
ナ
禍
で
２
・
３
倍
に
増

え
、
そ
の
85
％
が
10
代
、
20

代
の
女
性
で
あ
る
こ
と
を
報

告
。

加
え
て
、
全
国
の
精
神
科

医
療
施
設
を
対
象
と
し
た
自

身
の
調
査
結
果
等
を
交
え

て
、
市
販
薬
乱
用
の
背
景
や

現
状
、
Ｏ
Ｄ
を
行
う
患
者
の

特
徴
、
Ｏ
Ｄ
に
使
用
さ
れ
る

市
販
薬
の
分
類
・
成
分
、
乱

用
の
進
行
プ
ロ
セ
ス
や
乱
用

市
販
薬
の
変
化
等
に
つ
い
て

も
解
説
し
た
。

そ
の
他
、
Ｏ
Ｄ
と
リ
ス
ト

カ
ッ
ト
の
関
連
性
に
も
触

れ
、
自
傷
行
為
に
及
ぶ
動
機

に
つ
い
て
、
「
不
快
感
情
の

軽
減
」
「
自
殺
」
な
ど
が
あ

る
と
す
る
一
方
で
、
「
死
に

た
い
」
と
「
生
き
た
い
」
の

矛
盾
し
た
気
持
ち
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
こ
と
に
理
解
を

求
め
る
と
と
も
に
、
規
制
強

化
で
は
な
く
、
困
難
を
抱
え

る
子
ど
も
達
を
医
療
、保
健
、

福
祉
で
ど
う
支
援
し
て
い
く

か
が
大
切
に
な
る
と
強
調
。

参
加
者
に
対
し
て
「
患
者
家

族
の
支
援
を
視
野
に
対
応
し

て
欲
し
い
」と
呼
び
掛
け
た
。

講
演
後
に
は
フ
ロ
ア
か
ら

の
活
発
な
質
疑
応
答
が
行
わ

れ
、
最
後
に
渡
辺
常
任
理
事

が
閉
会
の
あ
い
さ
つ
を
行

い
、
講
習
会
は
終
了
と
な
っ

た（
当
日
の
模
様
の
一
部
は
、

日
本
医
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
メ
ン
バ
ー
ズ
ル
ー
ム
に
掲

載
し
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
、

ご
覧
頂
き
た
い
）。

な
お
、
当
日
は
そ
の
他
、

昼
休
憩
の
時
間
を
利
用
し

て
、
渡
辺
常
任
理
事
か
ら
、

自
身
が
都
道
府
県
医
師
会
を

対
象
に
学
校
健
康
診
断
・
検

診
の
状
況
や
課
題
に
つ
い
て

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
た
結

果
が
報
告
さ
れ
た
。

令
和
６
年
度
学
校
保
健
講
習
会

「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
顕
在
化
し
た
課
題
」を

                                 

テ
ー
マ
に
開
催

万一の医療事故に備えての保険制度です

保険期間：2024年7月1日から1年間 加入手続締切：2024年5月31日

加入を
おすすめする
日医Ａ会員

法人の責任部分の賠償にも備えたい日医Ａ会員
日医Ａ会員以外の医師が起こした医療事故に対する、開設者・管理者としての賠償にも備えたい日医Ａ会員
高額賠償の支払（１事故３億円、保険期間中９億円まで）に備えたい日医Ａ会員 詳しくはこちら

問い合わせ先：公益社団法人 日本医師会医賠責対策課　　　03-3942-6136（平日9:30～17:30）

「2024年7月1日保険開始」分の加入受付及び更新手続が始まります

日医医賠責特約保険 日医Ａ会員の任意加入

所属の都道府県医師会（一部、地域によって
は郡市区医師会）へ加入依頼書を提出して
下さい。
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■■■■■■■■

医
療
関
係
者
検
討
委
員
会

報
告
書
ま
と
ま
る

■■■■■■■■
「
Ｈ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
セ
カ
ン
ド
電
子

  
証
明
書
」の
先
行
発
行
及
び

   

デ
ジ
タ
ル
医
師
資
格
証

ア
プ
リ
の
公
開
に
つ
い
て

4
月
17
日

３
月
18
日
に
須

藤
英
仁
委
員
長

（
群
馬
県
医
師

会
長
）
か
ら
松

本
会
長
に
提
出

し
た
こ
と
を
受

け
て
、
釜

敏

常
任
理
事
は
そ

の
内
容
（
全
文

は
日
本
医
師
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
メ
ン
バ
ー
ズ

ル
ー
ム
参
照
）

の
概
略
を
紹
介

す
る
と
と
も

に
、
看
護
学
生

や
看
護
学
校
の

運
営
に
関
す
る
問
題
な
ど
に

対
す
る
日
本
医
師
会
の
考
え

を
説
明
し
た
。

同
常
任
理
事
は
、
若
年
層

の
減
少
に
伴
い
看
護
学
校
へ

の
入
学
者
が
減
少
し
て
い
る

の
公
開
に
当
た
り
、
そ
の
内

容
を
紹
介
し
た
。

長
島
常
任
理
事
は
、
ま
ず
、

医
師
資
格
の
電
子
証
明
書
を

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
格
納
し
た
医

師
資
格
証
（
Ｈ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
カ
ー

ド
）
の
発
行
状
況
に
つ
い
て
、

２
０
２
４
年
３
月
31
日
現
在

の
発
行
者
数
が
７
万
１
２
９

１
人
と
な
り
、
そ
の
取
得
率

は
日
本
医
師
会
員
の
27
・

３
％
、
全
医
師
の
21
％
に
達

し
、
そ
の
発
行
推
移
は
昨
年

時
点
の
３
万
５
８
２
２
人
の

約
２
倍
、
一
昨
年
時
点
の
２

万
８
３
３
人
の
約
３
・
５
倍

と
増
加
し
て
お
り
、
現
在
、

１
カ
月
当
た
り
約
２
０
０
０

件
の
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
１
年
後
の
発
行

者
数
は
約
10
万
人
で
、
全
医

師
の
約
30
％
近
く
に
な
る
と

の
見
込
み
を
示
し
た
。

一
方
で
、
世
界
的
な
半
導

体
不
足
が
継
続
し
て
い
る
影

医
療
関
係
者
検
討
委
員
会

が
、
松
本
吉
郎
会
長
か
ら
の

諮
問
「
医
師
会
立
看
護
師
等

養
成
所
を
存
続
さ
せ
る
た
め

の
方
策
に
つ
い
て
」
に
対
す

る
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
、

こ
と
に
つ
い
て
、
看
護
職
の

魅
力
向
上
が
課
題
と
な
っ
て

お
り
、
特
に
、
医
師
会
立
の

養
成
所
で
は
定
員
に
満
た
な

い
学
校
が
増
え
て
き
て
い
る

こ
と
か
ら
、
入
学
者
に
対
す

る
奨
学
金
や
助
成
金
な
ど
の

公
的
な
支
援
が
、
今
後
極
め

て
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
し

た
。ま

た
、
特
定
行
為
研
修
に

つ
い
て
は
、
研
修
の
修
了
者

が
地
域
の
医
療
の
中
で
し
っ

か
り
と
役
割
を
担
う
こ
と
が

重
要
だ
と
し
、
「
医
師
が
そ

の
看
護
師
の
力
量
を
し
っ
か

り
見
極
め
た
上
で
、
患
者
さ

ん
を
特
定
し
、
そ
し
て
指
示

を
出
す
」
と
い
う
原
則
に
つ

い
て
も
、
周
知
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
の
考
え
を
示
し

た
。

長
島
公
之
常
任
理
事
は
医

師
資
格
証
（
Ｈ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
カ
ー

ド
）
の
発
行
状
況
を
報
告
す

る
と
と
も
に
、
Ｈ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
セ

カ
ン
ド
電
子
証
明
書
の
活
用

を
呼
び
掛
け
た
他
、
「
デ
ジ

タ
ル
医
師
資
格
証
」
ア
プ
リ

響
に
よ
り
、
医
師
資
格
証
（
Ｈ

Ｐ
Ｋ
Ｉ
カ
ー
ド
）
の
在
庫
が

わ
ず
か
と
な
っ
た
た
め
、
昨

年
６
月
と
同
様
の
措
置
と
し

て
、
医
師
資
格
証
（
Ｈ
Ｐ
Ｋ

Ｉ
カ
ー
ド
）
の
発
行
を
再
度

一
時
停
止
し
、
「
Ｈ
Ｐ
Ｋ
Ｉ

セ
カ
ン
ド
電
子
証
明
書
」
を

先
行
発
行
す
る
方
針
を
表

明
。
「
Ｈ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
セ
カ
ン
ド

電
子
証
明
書
」
は
電
子
処
方

箋せ
ん

へ
の
電
子
署
名
に
も
使
え

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
し

て
、
そ
の
積
極
的
な
活
用
を

求
め
た
。

ま
た
、
同
常
任
理
事
は
災

害
時
な
ど
に
医
師
資
格
証
が

な
く
、
券
面
に
よ
る
医
師
資

格
の
提
示
が
で
き
な
い
こ
と

の
対
策
と
し
て
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
医
師
資
格
証
の
表

示
が
で
き
る
「
デ
ジ
タ
ル
医

師
資
格
証
」
ア
プ
リ
を
開
発

し
、
公
開
（
３
月
29
日
）
し

た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

同
常
任
理
事
は
、
実
際
の

デ
ジ
タ
ル
医
師
資
格
証
の
デ

モ
画
面
を
紹
介
し
な
が
ら
、

「
Ｈ
Ｐ
Ｋ
Ｉ
セ
カ
ン
ド
電
子

証
明
書
」
と
連
動
し
た
生
体

認
証
に
よ
り
、
ロ
グ
イ
ン
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た

め
、
な
り
す
ま
し
防
止
に
つ

な
が
る
だ
け
で
な
く
、
生
涯

教
育
研
修
や
か
か
り
つ
け
医

機
能
研
修
な
ど
、
日
本
医
師

会
主
催
の
研
修
の
受
講
履
歴

や
各
単
位
の
表
示
の
他
、
日

本
医
師
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

も
閲
覧
で
き
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
機
能
が
あ
る
こ
と
な

ど
を
説
明
。
「
日
本
医
師
会

員
以
外
で
も
使
用
可
能
と
な

っ
て
い
る
」
と
し
て
、
そ
の

活
用
を
呼
び
掛
け
た
。

め
の
基
盤
整
備
を
進
め
る
観

点
か
ら
、国
が
先
頭
に
立
ち
、

医
療
機
関
・
薬
局
、
保
険
者
、

事
業
主
な
ど
医
療
に
関
わ
る

全
て
の
団
体
が
一
丸
と
な
っ

て
、
そ
の
推
進
に
取
り
組
む

必
要
が
あ
る
と
の
考
え
の

下
、
そ
の
機
運
を
醸
成
す
る

た
め
に
開
催
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

当
日
は
小
林
健
日
本
健
康

会
議
共
同
代
表
／
日
本
商
工

会
議
所
会
頭
の
開
会
の
あ
い

さ
つ
に
続
き
、
河
野
太
郎
デ

ジ
タ
ル
大
臣
、
齋
藤
健
経
済

産
業
大
臣
、
加
藤
勝
信
衆
議

院
議
員
／
前
厚
生
労
働
大

臣
、
武
見
敬
三
厚
労
大
臣
の

４
名
か
ら
来
賓
あ
い
さ
つ
が

行
わ
れ
た
。

武
見
厚
労
大
臣
は
、「『
デ

ー
タ
に
基
づ
い
た
よ
り
良

く
、
質
の
高
い
医
療
』
を
よ

り
便
利
に
受
け
る
た
め
に
も

マ
イ
ナ
保
険
証
は
そ
の
基
本

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
円
滑

な
移
行
に
は
国
民
へ
の
丁
寧

な
説
明
と
周
知
が
重
要
に
な

る
」
と
指
摘
。
そ
の
た
め
の

方
策
と
し
て
、
本
年
５
～
７

月
を
「
マ
イ
ナ
保
険
証
利
用

促
進
集
中
取
組
月
間
」
と
定

め
、
医
療
界
、
経
済
界
、
保

険
者
、
国
が
一
体
と
な
っ
て

取
り
組
む
と
し
た
上
で
、
医

療
界
に
対
し
て
は
ポ
ス
タ
ー

の
掲
示
や
患
者
へ
の
声
掛
け

な
ど
に
対
す
る
協
力
を
求
め

た
。次

に
、
来
賓
と
関
係
団
体

代
表
者
に
よ
り
「
マ
イ
ナ
保

険
証
利
用
促
進
宣
言
」
が
行

わ
れ
、
医
療
機
関
・
薬

局
、
保
険
者
、
事
業
主
、

行
政
な
ど
医
療
に
関
わ

る
全
て
の
団
体
が
一
丸

と
な
っ
て
マ
イ
ナ
保
険

証
の
利
用
促
進
に
取
り

組
む
旨
が
宣
言
さ
れ

た
。事

例
報
告
で
は
、
医

療
機
関
、
歯
科
医
療
機

関
、
薬
局
、
事
業
主
、

被
用
者
保
険
、
地
域
保

険
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ

の
取
り
組
み
事
例
の
紹

介
が
な
さ
れ
た
。

医
療
機
関
の
取
り
組

み
事
例
紹
介
で
は
、
冒

頭
、
松
本
会
長
が
マ
イ

ナ
保
険
証
へ
の
移
行
に

つ
い
て
、
「
国
民
の
皆

さ
ん
に
今
ま
で
よ
り
も

更
に
安
全
・
安
心
で
質

の
高
い
医
療
を
受
け
て

も
ら
う
た
め
の
、
非
常

に
重
要
な
第
一
歩
に
な
る
」

と
述
べ
、
日
本
医
師
会
と
し

て
も
医
療
機
関
の
窓
口
事
務

の
効
率
化
や
患
者
へ
の
声
掛

け
を
行
う
よ
う
、
都
道
府
県

医
師
会
を
通
じ
て
会
員
へ
依

頼
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
報

告
。
引
き
続
き
マ
イ
ナ
保
険

証
の
利
用
促
進
に
尽
力
す
る

姿
勢
を
示
し
た
。

続
い
て
、
日
本
医
師
会
の

医
療
Ｉ
Ｔ
委
員
会
の
委
員
で

も
あ
る
島
貫
隆
夫
日
本
海
総

合
病
院
統
括
医
療
監
よ
り
提

供
の
あ
っ
た
、
日
本
海
総
合

病
院
で
の
マ
イ
ナ
保
険
証
利

用
促
進
へ
向
け
た
取
り
組
み

の
動
画
が
放
映
さ
れ
、（
１
）

病
院
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
か
ら

受
付
機
ま
で
の
通
路
の
床
に

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

「
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
フ
ォ
ー

ラ
ム
─

使
っ
て
イ
イ
ナ
！
　

マ
イ
ナ
保
険
証
─
」
が
４
月

25
日
、
日
本
健
康
会
議
の
主

催
に
よ
り
都
内
で
開
催
さ

れ
、
日
本
医
師
会
か
ら
は
松

本
吉
郎
会
長
が
出
席
し
た
。

本
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
少
子

高
齢
社
会
に
あ
っ
て
人
口
が

減
少
し
て
い
く
中
で
国
民
の

保
健
医
療
の
向
上
を
図
り
、

最
適
な
医
療
を
実
現
す
る
た

お
持
ち
の
方
／
お
持
ち
で
な

い
方
」
と
い
っ
た
案
内
レ
ー

ン
を
敷
い
て
い
る
、
（
２
）

マ
イ
ナ
保
険
証
と
診
察
券
を

一
体
化
す
る
こ
と
で
、
受
付

を
マ
イ
ナ
保
険
証
１
枚
で
完

結
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

る
、
（
３
）
デ
ジ
タ
ル
サ
イ

ネ
ー
ジ
で
利
便
性
を
伝
え
る

動
画
を
再
生
し
て
い
る
、

（
４
）
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持

参
し
て
い
な
い
患
者
へ
チ
ラ

シ
を
配
布
し
て
利
用
を
促
し

て
い
る

─
な
ど
の
様
子
が

紹
介
さ
れ
た
。

動
画
の
中
で
は
、
実
際
の

利
用
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も

あ
り
、
患
者
か
ら
は
、
「
親

切
丁
寧
な
説
明
の
お
か
げ
で

ス
ム
ー
ズ
に
受
け
付
け
を
済

ま
せ
ら
れ
た
」
な
ど
の
声
も

あ
る
他
、
実
際
に
運
用
し
て

い
る
職
員
か
ら
も
「
常
に
最

新
の
保
険
資
格
情
報
や
限
度

額
認
定
証
の
情
報
が
得
ら
れ

る
た
め
、
連
携
し
て
い
る
医

事
会
計
シ
ス
テ
ム
の
入
力
・

確
認
業
務
が
非
常
に
効
率
的

に
な
っ
た
」
な
ど
、
そ
の
利

便
性
を
評
価
す
る
声
が
挙
が

っ
て
い
る
こ
と
も
紹
介
さ
れ

た
。ま

た
、
同
病
院
に
は
救
命

救
急
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
救
急
搬
送
さ
れ
た
患

者
の
場
合
で
も
、
本
人
確
認

や
薬
剤
情
報
等
の
速
や
か
な

取
得
が
可
能
に
な
る
な
ど
、

マ
イ
ナ
保
険
証
の
メ
リ
ッ
ト

も
報
告
さ
れ
た
。

そ
の
後
は
、
五
つ
の
関
係

団
体
か
ら
の
事
例
紹
介
が
な

さ
れ
、
渡
辺
俊
介
日
本
健
康

会
議
事
務
局
長
の
総
括
に
よ

り
、
閉
会
と
な
っ
た
。

医療DX推進フォーラム─使ってイイナ！マイナ保険証─

「健康ぷらざPlus」が誕生
─隔月でコンテンツを追加─

　国民向けの健康情報を扱っ
たWEB記事となっています。
「健康ぷらざ」（本紙の毎月
20日号に同梱）と併せて、ぜひ、
ご活用下さい。

日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

総
務
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
人
事
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
施
設
課 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
国
際
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９
・
医
療
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０
・
介
護
保
険
課 
03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
広
報
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５

（
会
員
情
報
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
／
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
）・
地
域
医
療
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
医
療
技
術
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
８
・
日
本
准
看
護
師
推
進
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
７
６
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
／
03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
・
医
賠
責
対
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６

経
理
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
医
業
経
営
支
援
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
９
・
年
金
福
祉
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
総
合
医
療
政
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
健
康
医
療
第
一
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８

健
康
医
療
第
二
課 

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
健
康
医
療
第
三
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
５
０
・
医
学
図
書
館 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
女
性
医
師
支
援
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
０
／
女
性
医
師
バ
ン
ク 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
日
医
総
研 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
（
日
本
医
師
連
盟 

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
・
防
災
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
）
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諮
問
「
第
８
次
医

療
計
画
で
求
め
ら

れ
る
医
師
会
の
役

割
」
に
対
す
る
「
審

議
報
告
」
を
取
り

ま
と
め
、
松
田
晋

哉
委
員
長
（
産
業

医
科
大
学
医
学
部

教
授
）
か
ら
松
本

会
長
に
提
出
し

た
。審

議
報
告
は
、

（
１
）
高
齢
者
救

急
へ
の
対
応
力
の

強
化
、
（
２
）
医
療
施
設
間

の
適
切
な
機
能
分
化
と
連
携

病
院
委
員
会
は
こ
の
ほ

ど
、
松
本
吉
郎
会
長
か
ら
の

■■■■■■■■

病
院
委
員
会
審
議
報
告

 

「
第
８
次
医
療
計
画
で
求
め
ら
れ
る

医
師
会
の
役
割
」

令
和
４
・
５
年
度

 
会
内
委
員
会
答
申
・
報
告
書

（
全
文
は
日
本
医
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
メ
ン
バ
ー
ズ
ル
ー
ム
」
に
掲
載
）

に
対
す
る
助
言
機
能
の
強

化
、
（
３
）
高
齢
化
へ
の
対

応
力
の
強
化
、
（
４
）
健
康

危
機
管
理
体
制
確
立
の
た
め

の
中
心
的
役
割
、
（
５
）
情

報
化
へ
の
積
極
的
な
か
か
わ

り

─
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。

（
１
）
で
は
、
高
齢
化
の

進
行
や
働
き
方
改
革
等
の
影

響
に
よ
り
、
多
く
の
地
域
で

高
齢
者
救
急
に
対
応
し
き
れ

な
い
可
能
性
が
あ
る
と
し
、

そ
の
解
決
策
と
し
て
函
館
市

で
医
師
会
が
主
体
と
な
っ
て

構
築
し
て
い
る
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を

活
用
し
た
情
報
共
有
の
仕
組

み
を
紹
介
。
加
え
て
、
今
後

に
つ
い
て
は
、
ト
リ
ア
ー
ジ

を
含
め
て
一
次
救
急
の
役
割

強
化
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

（
２
）
で
は
、
病
院
機
能

の
転
換
に
当
た
っ
て
首
長
や

議
会
、
住
民
、
病
院
関
係
者

と
の
調
整
に
非
常
に
苦
労
し

た
と
い
う
北
海
道
の
事
例
を

紹
介
。
こ
う
し
た
問
題
を
解

決
す
る
た
め
に
は
、
現
場
を

よ
く
理
解
し
て
い
る
地
域
の

医
師
会
員
か
ら
の
助
言
が
有

効
に
な
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
医
師
会
が
提

供
し
て
い
る
地
域
医
療
情
報

シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｐ
）
や

日
医
総
研
の
役
割
の
重
要
性

に
も
触
れ
て
い
る
。

（
３
）
で
は
、
地
域
に
お

け
る
包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア

の
実
施
を
可
能
と
す
る
た
め

に
は
地
域
の
か
か
り
つ
け
医

の
役
割
が
重
要
に
な
る
と
指

第
58
回
臨
床
検
査
精
度
管
理
調
査

臨
床
検
査
精
度
管
理
調
査

は
、
臨
床
検
査
の
質
的
向
上

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
昭
和
42
年
か
ら
日
本
医

師
会
が
毎
年
実
施
し
て
い
る

調
査
で
す
。

今
年
度
も
以
下
の
要
項
に

よ
り
、
本
調
査
を
実
施
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

ぜ
ひ
ご
参
加
願
い
ま
す
。

◆
参
加
対
象
施
設
：
病
院
・

診
療
所
等
に
付
設
す
る
臨
床

検
査
室
等
、
医
師
会
臨
床
検

査
・
健
診
セ
ン
タ
ー
、
登
録

衛
生
検
査
所
、
健
診
機
関
及

び
臨
床
検
査
を
日
常
業
務
と

し
て
実
施
し
て
い
る
機
関
と

し
ま
す
。

な
お
、
試
薬
・
機
器
メ
ー

カ
ー
に
つ
い
て
は
参
加
対
象

と
し
ま
す
が
、
集
計
か
ら
除

外
し
ま
す
。

ま
た
、
検
体
測
定
室
に
つ

い
て
は
、
診
療
の
用
に
供
さ

な
い
検
体
検
査
と
定
義
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
使
用
さ
れ
る

測
定
機
器
に
対
し
て
適
切
な

調
査
試
料
が
提
供
で
き
な
い

こ
と
か
ら
、
参
加
対
象
外
と

し
ま
す
。

◆
実
施
時
期
：
９
月
・
10
月

◆
検
査
項
目
：
50
項
目
〔
施

設
外
に
委
託
し
て
い
る
外
注

項
目
は
除
外
し
ま
す
。
た
だ

し
、
検
体
検
査
院
内
委
託
（
い

わ
ゆ
る
ブ
ラ
ン
チ
ラ
ボ
）
の

場
合
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
願
い

ま
す
〕

◆
参
加
申
込
方
法
：
登
録
の

あ
る
施
設
の
方
は
、
５
月
上

旬
に
送
付
す
る
実
施
要
項
に

従
い
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
か
ら
お
申
し

込
み
願
い
ま
す
。

な
お
、
初
め
て
参
加
す
る

場
合
は
、
日
本
医
師
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
内
の
臨
床
検
査
精

度
管
理
調
査
の
サ
イ
ト

（https://www.jmaqc.

jp/

）
か
ら
施
設
登
録
を
行

っ
た
上
で
、
登
録
の
あ
る
施

設
と
同
様
の
方
法
で
お
申
し

込
み
願
い
ま
す
。

◆
参
加
申
込
受
付
期
間
：
５

月
15
日
（
水
）
午
前
９
時
～

６
月
18
日
（
火
）
午
後
５
時

ま
で

◆
参
加
費
用
：
５
３
０
０
０

円
（
税
込
）
（
試
料
費
、
集

計
費
、
報
告
書
作
成
費
、
送

料
等
が
含
ま
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
振
込
手
数
料
は
各
施
設

で
ご
負
担
願
い
ま
す
）

◆
参
加
費
用
振
込
締
切
日
：

７
月
31
日
（
水
）

◆
試
料
送
付
日
・
回
答
締
切

日
：

●
臨
床
検
査
室
等

送
付
日
：
９
月
３
日
（
火
）

（
到
着
予
定
）

締
切
日
：
９
月
12
日
（
木
）

●
試
薬
・
機
器
メ
ー
カ
ー

送
付
日
：
９
月
25
日
（
水
）

（
到
着
予
定
）

締
切
日
：
10
月
３
日
（
木
）

◆
回
答
方
法
：
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
回
答
。
締
切
日
の
午
後

５
時
で
回
答
入
力
は
締
め
切

り
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
紙

で
の
回
答
は
一
切
受
け
付
け

ま
せ
ん
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
：

精
度
管
理
問
い
合
わ
せ
窓
口

〔

０
１
２
０
─

９
４
４
２
９

６
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
。
参

加
申
込
受
付
期
間
中
の
午
前

９
時
～
午
後
５
時
）ま
た
は
、

support@jmaqc.jp

〕

の
底
上
げ
、（
10
）

自
立
支
援
、（
11
）

災
害
対
策

─
で

構
成
さ
れ
て
い

る
。（

３
）

で

は
、

都
市
型
の
医
療
圏

と
過
疎
地
域
型
の

医
療
圏
で
は
医
療

ニ
ー
ズ
や
医
療
提

供
体
制
が
異
な
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
に
分
け
て
、

地
域
の
小
児
科
医

や
成
人
を
診
る
在
宅
医
の
医

療
的
ケ
ア
児
の
診
療
へ
の
関

わ
り
方
等
が
詳
細
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

ま
た
、
福
岡
県
で
新
た
に

ス
タ
ー
ト
し
た
、
在
宅
医
療

と
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
を
有
す
る
病
院

と
の
中
間
施
設
と
し
て
の

「
小
児
等
地
域
療
育
支
援
病

院
」
制
度
や
、
山
形
県
に
お

け
る
病
院
主
治
医
と
在
宅
主

治
医
の
二
人
主
治
医
体
制
、

小
児
科
主
治
医
同
行
訪
問
事

業
に
つ
い
て
も
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

（
８
）で
は
、保
健
・
医
療
・

障
害
福
祉
・
保
育
・
教
育
等

の
関
係
機
関
が
連
携
を
図
る

た
め
の
「
協
議
の
場
」
に
つ

■■■■■■■■

小
児
在
宅
ケ
ア
検
討
委
員
会
答
申

 

「
医
療
的
ケ
ア
児
の
自
立
を

   

支
援
す
る
地
域
共
生
社
会
の

実
現
に
向
け
て
」

小
児
在
宅
ケ
ア
検
討
委
員

会
は
こ
の
ほ
ど
、
会
長
諮
問

「
医
療
的
ケ
ア
児
の
自
立
を

支
援
す
る
地
域
共
生
社
会
の

実
現
に
向
け
て
」
に
対
す
る

答
申
を
取
り
ま
と
め
、
中
尾

正
俊
委
員
長
（
大
阪
府
医
師

会
副
会
長
）
よ
り
松
本
吉
郎

会
長
に
提
出
し
た
。

答
申
は
、
（
１
）
医
療
的

ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
、

（
２
）
こ
ど
も
家
庭
庁
、（
３
）

小
児
在
宅
医
療
体
制
の
整

備
・
充
実
、
（
４
）
移
行
期

医
療
、（
５
）
保
育
・
教
育
、

（
６
）
小
児
の
緩
和
ケ
ア
、

（
７
）
保
護
者
へ
の
支
援
、

（
８
）
市
町
村
の
協
議
の
場
、

（
９
）
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

い
て
、
各
地
域
の
事
例
を
示

し
つ
つ
、
現
状
で
は
郡
市
区

医
師
会
の
参
画
が
少
な
い
こ

と
か
ら
、
積
極
的
な
関
与
を

求
め
て
い
る
。

（
11
）
で
は
、
今
回
の
能

登
半
島
地
震
に
お
い
て
、
石

川
県
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ

ン
タ
ー
が
災
害
時
小
児
周
産

期
リ
エ
ゾ
ン
ら
に
医
療
的
ケ

ア
児
と
家
族
の
情
報
を
迅
速

に
提
供
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
速
や
か
な
避
難
に
つ
な

が
っ
た
こ
と
等
を
紹
介
。
全

国
の
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
も
平
時
か

ら
積
極
的
に
災
害
対
策
に
取

り
組
む
よ
う
求
め
て
い
る
。

ま
た
、
医
療
的
ケ
ア
児
を

対
象
と
し
た
「
避
難
行
動
要

支
援
者
名
簿
」
や
「
個
別
避

難
計
画
」
の
作
成
等
に
つ
い

て
は
地
域
に
よ
っ
て
ば
ら
つ

き
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
医
師

会
か
ら
の
市
町
村
へ
の
働
き

掛
け
を
要
請
。
そ
の
他
、
愛

知
県
の
瀬
戸
旭
医
師
会
が
実

際
に
医
療
的
ケ
ア
児
や
家
族

に
参
加
し
て
も
ら
っ
て
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
防
災
訓
練
を

行
っ
て
い
る
事
例
な
ど
を
紹

介
し
て
い
る
。

摘
。
ま
た
、
専
門
医
制
度
に

お
い
て
も
一
定
期
間
、
地
方

の
医
療
機
関
で
多
様
な
傷
病

を
も
つ
患
者
の
診
療
に
当
た

る
こ
と
に
つ
い
て
、
各
専
門

医
の
研
修
課
程
の
中
で
積
極

的
に
評
価
す
る
仕
組
み
が
望

ま
し
い
と
し
て
い
る
。

（
４
）
で
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
際
の

知
見
を
集
約
し
、
実
効
性
の

あ
る
健
康
危
機
管
理
体
制
の

構
築
を
、
医
師
会
と
し
て
具

体
的
に
提
案
す
べ
き
と
主

張
。
ま
た
、
健
康
危
機
へ
の

対
応
に
当
た
っ
て
は
、
平
時

か
ら
余
裕
の
あ
る
人
材
、
資

材
、
病
床
を
確
保
し
て
お
く

こ
と
が
不
可
欠
と
し
、
そ
の

準
備
に
つ
い
て
は
「
診
療
報

酬
で
は
な
く
、
国
土
強

き
ょ
う
じ
ん靭

化
を
目
的
と
し
た
省
庁
横
断

的
な
補
助
金
で
行
う
こ
と
が

妥
当
」
と
し
て
い
る
他
、「
地

域
か
ら
医
療
機
関
が
無
く
な

る
こ
と
も
健
康
危
機
で
あ
る

と
い
う
認
識
が
必
要
で
あ

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
５
）
で
は
、
国
レ
ベ
ル

で
は
、
医
療
及
び
介
護
の
情

報
基
盤
の
構
築
に
向
け
た
議

論
が
活
発
化
し
て
い
る
が
、

情
報
の
二
次
利
用
に
偏
っ
た

提
言
が
行
わ
れ
が
ち
で
あ
る

た
め
、
現
場
の
実
務
者
の
視

点
を
基
に
構
築
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
日
本
医
師
会

か
ら
の
積
極
的
な
提
言
が
求

め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

HPVワクチン接種に関する
動画を制作

　日本医師会はこのほど、動画「教えて！日医君！HPVワ
クチン2～知っていますか？若い世代に増えている子宮頸
がん～」を制作し、5月1日から公式YouTubeチャンネ
ルで公開しています。
　今回の動画では、9価のHPVワクチンとキャッチアッ
プ制度を取り上げ、釜萢敏常任理事が日本医師会の公
式キャラクターである日医君の質問に答える形で、分か
りやすく解説していますので、ぜひ、ご覧下さい。
　本動画をより多くの方にご覧頂くため、動画データ
（MP4ファイル）を差し上げています。ご希望の方は、（1）
所属機関、（2）氏名、（3）電話番号、（4）使用目的
─を明記の上、タイトルを＜動画「HPVワクチン2」希
望＞として下記宛てにメールをお送り下さい。頂いたメー
ルアドレス宛てに動画のダウンロードURLをご案内しま
す。

申込・問い合わせ先：
　　　　日本医師会広報課
　　　　 kouhou@po.med.or.jp

日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

総
務
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
人
事
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
施
設
課 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
国
際
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９
・
医
療
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０
・
介
護
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
広
報
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５

（
会
員
情
報
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
／
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
）・
地
域
医
療
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
医
療
技
術
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
８
・
日
本
准
看
護
師
推
進
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
７
６
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
／
03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
・
医
賠
責
対
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６

経
理
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
医
業
経
営
支
援
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
９
・
年
金
福
祉
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
総
合
医
療
政
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
健
康
医
療
第
一
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８

健
康
医
療
第
二
課 

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
健
康
医
療
第
三
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
５
０
・
医
学
図
書
館 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
女
性
医
師
支
援
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
０
／
女
性
医
師
バ
ン
ク 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
日
医
総
研 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
（
日
本
医
師
連
盟 

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
・
防
災
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
）
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日本臨床分科医会代表者会議　所属医会の活動③ ※活動の詳細は各会のホームページをご覧下さい。

日本臨床整形外科学会
①現在、本会で最も力を入れていること
　まず、 本会（ JCOA ） では災害医療チーム（ JCOADiT：JCOA 
Disaster Team）を組織し、地震や風水害などの自然災害に備えてい
ます。これは熊本地震を契機に設置したもので、当初は災害派遣医療
チーム（DMAT）、日本医師会災害医療チーム（JMAT）による急
性期・亜急性期の活動後の役割を想定していましたが、令和６年能登
半島地震を受け、亜急性期での参加も念頭に置いて活動の場を検討し
ています。
　次に、柔道整復師（柔整師）等の医業類似行為による健康被害から
国民を守る活動を長く続けています。柔整師と整形外科医の区別がつ
かない国民が多く、啓発活動を通じて健康被害を減らすことを目指し
ています。
　その他、子ども達の健康を守るために、学校における運動器検診の
重要性を示す活動も行っています。
②本会が抱えている課題
　会員の高齢化とそれに伴う会員数の伸び悩みがあります。社会の変
化に伴い、会員も高齢化し、人口減少により新規開業も困難になって
います。また、未入会の整形外科開業医も多く、勧誘活動を行ってい
ますが、群れることを嫌う医師もおり、入会してもらうのに苦労して
います。
③日本医師会員へお願いしたいこと
　まず、柔整師やあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師（あは
き）などの医業類似行為者から、施術に対する同意書に署名を求めら
れた場合には、療養担当規則を遵守し、安易に署名しないようにして
欲しい、ということがあります。
　そして、私達は「運動器の健康・日本協会」が提唱するスクールト
レーナー制度に反対しています。理学療法士（PT）が医師の帯同無
くして学校に出入りすることは医師法違反の可能性があ
り、また、この問題はPTの開業権にも関わる大きな問題
であると考えています。

日本小児科医会
　本会は成育基本法に沿って小児の医療、保健、福祉の充実、向上を
図るための事業を行い、かかりつけ医療を基盤とした地域小児医療の
研鑚

さ ん

として「地域総合小児医療認定医・指導医」と「子どもの心の相
談医」制度を設けています。
　小児科標榜一般病院は減少傾向です。小児科が主たる診療所は少し
増加していますが主に都市部となっています。小児科・産科の医師偏
在問題は子どもを持ちたい家族が地方からいなくなり、地方経済の衰
退、過疎化へとつながります。
　少子化、コロナ禍で加速された疾病構造の変化、働く女性の増加か
ら来る受診行動の変容は診療所にpsychosocialな問題・課題への比重
と負担を増やしていますが、そのincentiveは過小評価されています。
　成育期では、かかりつけ医の切れ目のない（ワンストップ）、身体（バ
イオ）・精神（サイコ）・社会（ソーシャル）な健診制度の実施が必要
です。海外ではアメリカ（21歳まで30回）、フランス（16歳まで20回）、
ドイツ（13歳まで13回）、韓国（６歳まで10回）の健診が行われ、
いずれも費用は無料です。母子保健法では１歳６カ月児、３歳児の健
康診査が義務、３～６カ月、９～ 11カ月児は任意でこの４回のみに
従来地方交付税措置があります。その他の時期の乳幼児健診は自治体
独自に行っています。
　本年１月より１カ月児健診、５歳児健診の補正予算措置が始まりま
した。５歳児健診は主に発達障がい境界児を就学前早期に療育等へつ
なげる健診とされています。また、５歳児健診マニュアルも発行され
ました。保健師、心理士など多職種との連携も必要ですが地域のリソ
ースには限度があり、地区医師会、他科の先生方との連携が必須です
ので、よろしくお願いいたします。

日本臨床耳鼻咽喉科医会
　本会は、耳鼻咽喉科のプライマリ・ケア及び難聴、嚥

え ん

下障害、めま
い、音声言語障害などに力を入れています。
　日本の難聴者率は11.3％で、自分が難聴であると感じている人は
1,430万人いると推計されています。また、難聴は加齢とともに進行し、
65歳以上の３人に１人、75歳以上の３人に２人が、補聴器装用が望
まれるレベルの難聴になります。しかし、補聴器の普及率は15.0%で
諸外国に比べ非常に遅れを取っています。
　本会では、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定した
補聴器相談医、認定補聴器技能者（認定補聴器専門店）、言語聴覚士
の三者が一体となって進める補聴器の適正普及を推進するとともに、
補聴器購入費用助成制度の導入を全国の自治体に働き掛けています。
　難聴によるコミュニケーション低下が認知症発症率を1.9倍にする
という報告がありますが、難聴は障害であるという認識が今も色濃く
残り、難聴に対する理解は十分とは言えないのが現状です。本会では、
難聴に対する正しい理解を広めていくために、本年７月から学会と共
催で「難聴の啓発キャンペーン」の全国展開を開始します。
　また、ヘッドフォン・スマートフォンの大音量・長時間使用による
若年層の難聴は、聴力低下が軽度からせいぜい中等度までは、耳閉感、
耳鳴りなどを感じることもありますが、難聴の自覚は乏しいことが多
く、知らず知らずのうちに進行する危険性があります。そのため、若
年層に向けて、ヘッドフォン・スマートフォン使用による騒音性難聴
の正しい理解を広める活動も行っています。
　本会は、47都道府県の医会を全国組織化し、2020年４月１日に一
般社団法人として設立されました。医会としての認知度は高くはあり
ませんが、これからも精力的に活動を行っていきたいと思っています。

日本産婦人科医会
①現在、本会で最も力を入れていること
　本会会員が安定した経済的基盤の上に、プロフェッショナルな団体
として、質の高い安全な医療を提供できるような体制づくり、特に、
世界最高レベルの周産期医療提供体制の存続です。その他、会員数の
維持・増加（特に若手医師）にも力を入れています。
②本会が抱えている課題
1． 周産期医療提供体制の維持ができるか否か：2024年４月に始まっ

た医師の働き方改革によって集約化が更に進むことが見込まれ、
特に周産期センターは常勤医師数が不足します。更に、２年後に
予定されている分娩費用等の保険化は一次機関（産科診療所・産
科病院が現在分娩の65％を担う）を中心に分娩機関の減少に拍車
を掛け、お産難民が増加し、医療提供体制の維持が危ぶまれてい
ます。医療安全を確保し、分娩機関の確保、妊婦のニーズに応じ
るサービスの提供が懸念されます。

2． 妊産婦自殺（年間60件）・子ども虐待（年間20万件以上）防止の
ための妊産婦メンタルヘルスケア、更に産婦人科・精神科・支援
センターとのネットワークの構築のための関連機関との連携とそ
の財源確保が懸念されます。

3． 包括的性教育の推進ができるか否か：若年者（特に18歳未満）の
人工妊娠中絶・出産は社会的な問題で、多くは望まない妊娠です。
子どもの自殺・いじめも多く、これらを防止するため、医会では
人権をベースにした人間性を重視した包括的性教育を15歳までに
終了するよう、こども家庭庁と文部科学省にも働き掛けています。
また、学習指導要領における性教育の歯止め規定を撤廃し、包括
的性教育を推進できるかが懸念されます。

③日本医師会員へお願いしたいこと
　本会の課題を挙げましたが、本会の努力だけでは解決できない問題
が多々あり、関連団体の先生方のご協力をお願いします。
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日本医師会定款第19条及び第20条第2項の規定に基
づき、来る6月22日（土曜）午前9時30分から東京都
文京区本駒込2丁目28番16号日本医師会館において、
第156回日本医師会定例代議員会を開催いたします
が、その際、定款第21条第2項、第33条、第34条及び
第54条の規定により、本会会長、副会長、常任理事、
理事、監事及び裁定委員の選任・選定並びに代議員
会議長及び副議長の選定を行います（本会会長、副
会長、常任理事、理事、監事及び裁定委員の任期は、
定款第32条第1項及び第55条第1項並びに同施行細則
第38条の規定により、令和6年6月22日から令和7年度
に関する定例代議員会終結の時までとなります。ま
た、代議員会議長及び副議長の任期は、定款第15条
第1項及び定款第21条第3項の規定により、令和6年6
月22日から令和7年度に関する定例代議員会開催日の
前日までとなります）。
つきましては、日本医師会会員の中で上記役員等に
立候補しようとする者〔代議員会議長及び副議長の
立候補については、令和6年6月22日を就任始期とす
る日本医師会代議員選出者（選出予定者を含む。た
だし、選出予定者については、選出されなかった場合、
立候補の効力を失うこととなります）〕は、定款施行
細則第18条、第20条、第22条、第47条及び第48条の
規定に基づき、別紙様式により選任期日の3週間前ま
でに、即ち公示日から6月1日（土曜）午後5時までの間
に、本委員会宛に届け出るようお願い申し上げます。

記

1.		立候補しようとする者は、立候補者の氏名、立候補
しようとする役職、医籍登録番号、立候補者の住所、
所属都道府県医師会名及び推薦人（10名以上15名以
内）を記載した立候補届出書（様式1）並びに候補
者経歴表（様式2）を提出して下さい。
2.		定款施行細則第24条の規定に基づき、候補者は、氏
名、経歴、所信、写真を本会ホームページに掲載す
るよう申し出ることができます。掲載を希望する候
補者は、指定用紙（A4判1枚）をもって、定款施行
細則第18条の規定にある期間内に本委員会宛に申
請して下さい。申請された掲載文及び写真は、その
ままPDFファイル化し、本会ホームページに掲載
いたします。なお、定款施行細則第25条の規定によ
り、掲載文のなかで他人の名誉を傷つけ、善良な風
俗を害し、その他品位を損なう文言を記載すること
は厳に禁じられています。また、本申し出がない場
合でも、候補者の氏名及び所属都道府県医師会名を
本会ホームページに掲載する場合がございますの
で、ご了承下さい。

なお、今回選任・選定する役員及び裁定委員並びに
代議員会議長及び副議長の定数は、次のとおりです。
	 会　　　　　長	 定　数	 1名
	 副　　会　　長	 〃	 3名
	 常　任　理　事	 〃	 14名
	 理　　　　　事	 〃	 15名
	 監　　　　　事	 〃	 3名
	 裁　定　委　員	 〃	 11名
	 代　議　員　会　議　長	 〃	 1名
	 代議員会副議長	 〃	 1名

上記のうち裁定委員は、定款第56条の規定により、
本会の役員及び代議員（予備代議員を含む）並びに
他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねるこ
とはできません。

（参　考）

公益社団法人日本医師会定款（抜粋）
第4章　代議員及び予備代議員

（代議員の任期）
第15条　代議員の任期は、選出後最初の定例代議員会開催
日より、2年後の定例代議員会開催日の前日までとする。
2		前項の規定にかかわらず、任期満了時において、代
議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責
任追及の訴え及び役員解任の訴え（法人法第266条
第1項、第268条、第278条、第284条）を提起してい
る場合（同法第278条第1項に規定する訴えの提起の
請求をしている場合を含む。）には、当該訴訟が終
結するまでの間、当該代議員は上記訴えに関する限
りにおいて社員たる地位を失わない（当該代議員
は、代議員会において解散以外の事項については議
決権を有しないこととする。）。
3		代議員の任期が満了しても、後任者が選出されるまでは、
代議員は、引き続きその職務を行わなければならない。

第5章　代議員会
（代議員会の議長及び副議長の選定）
第21条　代議員会に、議長及び副議長各1名を置く。
2		議長及び副議長は、代議員会において、代議員の中
から選定する。
3		議長及び副議長の任期は、それぞれの代議員として
の任期による。

第6章　役員等
（役員等の任期）
第32条　理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定例代
議員会の終結の時までとする。
2		理事又は監事は、法令に定める定数に足りなくなる
ときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は
監事としての権利義務を有する。
3		会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定例代議員会の
終結の時までとする。ただし、その定例代議員会に
おいて別段の決議がされなかったときは、再任され
たものとみなす。
（役員等の選任）
第33条　理事及び監事は、本定款の定めるところにより、
本会会員の中から、代議員会の決議によって選任する。
2		前項の規定に基づく理事の選任は、役職（会長、副
会長、常任理事及び理事）毎に分けて行う。
3		前項の選任は、得票数の多い順に、定款で定められ
た当該役職毎の員数に達するまでの得票を得たこ
とを条件とする代議員会の決議をもって行う。
4		前2項の規定に基づく理事の選任において、当選人
の数が代議員会の決議要件を欠くために当該役職
の員数に達しないときは、当選人を除く候補者のう
ち、得票数の多い順に、員数に不足する数に1名を
加えた数の候補者をもって、再度、前2項の規定に
基づく理事の選任を行う。なお、再度の候補者を定
めるにあたり、得票数が最も少ない候補者の得票数
が同じであるときは、いずれも候補者とする。
5		第1項の規定に基づく監事の選任は、前2項の規定に
準じて行う。
6		会計監査人は、代議員会の決議によって選任する。
（会長、副会長及び常任理事の選定等）
第34条　会長、副会長及び常任理事は、本定款の定
めるところにより、代議員会の決議によって選定及
び解職する。
2		前項の規定に基づく会長、副会長及び常任理事の選
定においては、前条の規定に基づき選任された理事
をもってそれぞれの候補者とする。

第9章　裁定委員会
（裁定委員の選任）
第54条　裁定委員は、本会会員の中から、代議員会

において選任する。
（裁定委員の任期）
第55条　裁定委員の任期は、第32条第1項（役員等の
任期）の規定を準用する。
2		任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後
任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行う
ものとする。
（裁定委員の兼職禁止）
第56条　裁定委員は、本会の役員及び代議員（予備
代議員を含む。）並びに他の医師会の役員及び裁定
に関する委員を兼ねることができない。

日本医師会定款施行細則（抜粋）
第3章　役員の選任

（役員選任の細則）
第15条　定款第33条第1項及び第35条の規定に基づく
役員の選任は、本章の定めるところによる。　
（選任に関する必要事項の通知）
第16条　選挙管理委員会は、役員の選任にあたっては、
あらかじめ、選任に関する必要な事項について、その
要旨を都道府県医師会長に通知しなければならない。
（選任期日の公示）
第17条　選挙管理委員会は、役員の選任の期日を、
その30日前までに、公示（本会のホームページへ掲
載）しなければならない。
（立候補届出）
第18条　役員の候補者となろうとする者は、会員10
名以上15名以内の推薦を受けて、その選任の期日の
3週間前までに、文書で、その旨を選挙管理委員会
に届け出なければならない。
2		前項の届出は、午前10時から午後5時までの間にし
なければならない。
（経歴表の添付）
第20条　第18条の規定による立候補届出には、経歴
表を添付しなければならない。
（立候補届出書等の様式）
第22条　立候補届出書、経歴表及び候補辞退届出書
の様式は、別紙で定める。
（ホームページへの掲載）
第24条　候補者は、選挙管理委員会に対し、役員の選任
において、候補者の氏名、経歴、所信、写真を、本会ホ
ームページに掲載するよう申し出ることができる。
2		前項の場合、候補者は、選挙管理委員会が指定した
用紙を用いた掲載文及び写真を添えて、選挙管理委
員会の指定する期日までに、文書で選挙管理委員会
に申請しなければならない。
3		選挙管理委員会は、前項の申請があったときは、掲
載文及び写真を、本会ホームページに掲載する。
4		第1項の申し出がない場合であっても、選挙管理委
員会は、候補者の氏名及び所属都道府県医師会名
を、本会ホームページに掲載することができる。
5		掲載の順序は、候補者一覧表の記載の順序による。
（品位保持）
第25条　候補者は、前条第2項の掲載文には、他人の
名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、その他品位を損
なう文言を記載してはならない。
（役員の任期の起算）
第38条　役員の任期の起算は、その選任が行われた
時からとする。

第5章　議長及び副議長の選定
（代議員会の議長及び副議長の選定）
第47条　定款第21条第2項の規定に基づく代議員会の
議長及び副議長の選定については、役員の選任に関
する規定を準用する。

第6章　裁定委員の選任
（裁定委員の選任）
第48条　定款第54条の規定に基づく裁定委員の選任
については、役員の選任に関する規定を準用する。

公益社団法人日本医師会 選挙管理委員会
（令和6年5月20日）

日本医師会役員及び裁定委員の選任・選定並びに
代議員会議長及び副議長の選定に関する公示
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私
が
勤
務
す
る
市
立
砺
波

総
合
病
院
は
、
富
山
県
の
西

南
部
に
あ
る
人
口
約
12
万
人

の
砺
波
医
療
圏
の
中
核
病
院

で
す
。
病
床
数
は
４
７
１
床
、

医
師
数
は
約
１
０
０
名
、
総

職
員
数
は
約
１
０
０
０
名
で

す
。昨

秋
、
病
院
で
開
か
れ
た

接
遇
研
修
会
の
講
師
を
し
ま

し
た
。
私
は
消
化
器
内
科
医

で
あ
り
、
接
遇
の
専
門
家
で

は
な
い
の
で
、
心
に
残
っ
た

言
葉
か
ら
最
近
の
心
理
学
的

社
会
学
的
な
知
見
を
調
べ
た

こ
と
な
ど
を
話
し
ま
し
た
。

そ
の
言
葉
は
、
三
浦
綾
子

氏
の
『
続
・
氷
点
』
に
引
用

さ
れ
て
い
た
言
葉
「
人
が
死

ん
で
、
後
に
残
る
の
は
、
わ

れ
わ
れ
が
集
め
た
も
の
で
は

な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
が
与
え

た
も
の
で
あ
る
。」
で
す
。

こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
新
聞

の
読
者
投
稿
欄
で
知
っ
た
の

で
す
が
、
プ
ロ
テ
ニ
ス
プ
レ

イ
ヤ
ー
で
あ
る
ノ
バ
ク
・
ジ

ョ
コ
ビ
ッ
チ
氏
の
本
を
開
い

て
驚
き
ま
し
た
。
扉
に
は
ウ

ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル

の
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
「
我
々
は
得
る
も
の

に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
、
与

え
る
も
の
に
よ
っ
て
人
生
を

つ
く
る
。」
ほ
と
ん
ど
同
じ

言
葉
。

対
人
関
係
に
お
け
る
ギ
ブ

ア
ン
ド
テ
イ
ク
に
関
し
て
調

べ
て
み
る
と
、
映
画
「
ビ
ュ

ー
テ
ィ
フ
ル
マ
イ
ン
ド
」
の

モ
デ
ル
に
も
な
っ
た
ジ
ョ

ン
・
ナ
ッ
シ
ュ
の
ナ
ッ
シ
ュ

平
衡
が
あ
り
ま
す
が
、
か
な

り
難
し
い
。
興
味
深
か
っ
た

の
は
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大

学
の
組
織
心
理
学
者
の
ア
ダ

ム
・
グ
ラ
ン
ト
氏
の
『Give 

and Take

』
と
い
う
本
で
し

た
。与

え
る
人
を
「
ギ
バ
ー
」、

奪
う
人
を
「
テ
イ
カ
ー
」、

バ
ラ
ン
ス
を
取
る
人
を
「
マ

ッ
チ
ャ
ー
」
と
し
て
、
そ
の

社
会
的
な
成
功
度
合
い
戦
略

の
取
り
方
な
ど
を
観
察
的
実

験
的
に
非
常
に
詳
し
く
調
べ

て
い
ま
す
。
興
味
深
い
こ
と

に
、
社
会
的
に
も
、
医
学
部

の
学
生
で
も
、
最
も
成
績
の

良
い
人
は
与
え
る
人
「
ギ
バ

ー
」
だ
そ
う
で
す
。
病
院
で

調
べ
て
も
、
ギ
バ
ー
の
看
護

師
が
多
い
病
棟
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が
優
れ
て
い
る
。
推

奨
さ
れ
る
戦
略
は
優
し
い
し

っ
ぺ
返
し
戦
略
だ
そ
う
で
す
。

若
い
人
達
に
は
、
初
心
の

心
、
衝
動
に
負
け
な
い
礼
儀

正
し
い
態
度
、
そ
し
て
、
自

分
の
能
力
の
獲
得
と
共
に
人

に
与
え
る
心
を
持
っ
て
欲
し

い
と
、
折
り
に
触
れ
て
伝
え

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

与える心の科学的
戦略
市立砺波総合病院長　河合博志

１
．
女
性
医
学
生
と
駆
け

出
し
の
勤
務
医
時
代

私
が
医
学
生
に
な
っ
た
の

は
１
９
７
７
年
で
、
同
期
１

０
０
名
の
う
ち
女
性
は
10
名

と
極
端
に
少
な
く
、
大
学
で

接
す
る
教
員
も
男
性
が
ほ
と

ん
ど
で
、
身
近
に
女
性
医
師

の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
は
い
な
か

っ
た
。
卒
業
後
も
診
療
科
に

よ
っ
て
は
、
「
当
科
は
こ
れ

ま
で
女
性
医
師
を
受
け
入
れ

た
こ
と
が
な
い
か
ら
」
と
い

う
よ
く
分
か
ら
な
い
理
由
で

女
性
医
師
の
入
局
は
お
断

り
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
複
数

あ
っ
た
。

幸
い
皮
膚
科
に
入
局
で
き

た
も
の
の
、
当
時
は
性
別
役

割
分
業
の
考
え
が
当
た
り
前

の
世
の
中
で
、
子
ど
も
が
で

き
た
ら
女
性
医
師
は
大
し
た

戦
力
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と

の
予
想
か
ら
、
「
女
性
は
男

性
の
３
倍
働
い
て
や
っ
と
同

等
と
認
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら

頑
張
り
な
さ
い
」
「
慶
弔
慶

事
は
慎
ん
で
研
修
に
専
念
し

な
さ
い
」
等
の
、
今
な
ら
パ

ワ
ハ
ラ
・
マ
タ
ハ
ラ
認
定
さ

れ
る
よ
う
な
指
導
を
受
け
て

い
た
。

一
方
、
私
の
方
も
「
そ
ん

な
も
の
か
」
と
受
け
止
め
、

「
将
来
、
子
ど
も
が
で
き
た

ら
仕
事
を
セ
ー
ブ
す
る
こ
と

に
な
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら

仕
事
を
覚
え
る
な
ら
今
の
う

ち
」
と
考
え
、
人
一
倍
真
面

目
に
研
修
し
て
い
た
。
今
に

な
っ
て
み
る
と
、
最
初
に
頑

張
っ
て
仕
事
を
覚
え
た
の

は
、
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
に

プ
ラ
ス
に
働
い
た
の
で
、
案

外
、
ど
ん
な
指
導
が
将
来
の

役
に
立
つ
か
は
分
か
ら
な
い

も
の
で
あ
る
。

２
．
二
輪
草
セ
ン
タ
ー
の

立
ち
上
げ

女
性
医
師
を
取
り
巻
く
既

述
の
よ
う
な
状
態
か
ら
、
医

師
に
な
っ
て
以
来
、
医
学
領

域
に
お
い
て
女
性
の
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
て
、
実
力

を
発
揮
し
活
躍
で
き
る
よ
う

な
環
境
を
整
え
る
必
要
性
を

感
じ
て
い
た
。
た
だ
、
私
自

身
に
子
ど
も
が
い
な
い
こ
と

も
あ
っ
て
、
仕
事
と
家
庭
の

両
立
に
そ
れ
ほ
ど
困
難
を
感

じ
た
こ
と
は
無
く
、
こ
の
問

題
の
解
決
に
積
極
的
な
働
き

掛
け
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
２
０
０
７
年
、

石
川
睦
男
病
院
長
（
当
時
）

か
ら
、
皮
膚
科
の
准
教
授
を

し
て
い
た
私
が
学
内
の
臨
床

系
医
師
の
最
年
長
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
（
？
）
お
声
掛
け

頂
き
、
文
部
科
学
省
の
競
争

的
資
金
、
「
地
域
医
療
等
社

会
的
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
質

の
高
い
医
療
人
養
成
推
進
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
（
医
療
人
Ｇ
Ｐ
）

に
応
募
す
る
た
め
の
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー

に
な
っ
た
こ
と
で
意
識
が
変

わ
っ
た
。

応
募
の
結
果
、
国
か
ら
６

３
０
０
万
円
の
事
業
費
の
支

給
を
受
け
、
復
職
・
子
育
て
・

介
護
支
援
の
た
め
の
「
二
輪

草
セ
ン
タ
ー
」
を
立
ち
上
げ

た
。
始
め
は
副
セ
ン
タ
ー
長

と
し
て
、
後
に
セ
ン
タ
ー
長

と
し
て
、
本
学
の
男
女
共
同

参
画
の
推
進
を
担
当
し
た
。

３
．
二
輪
草
セ
ン
タ
ー
の

活
動二

輪
草
セ
ン
タ
ー
の
活
動

は
、
や
っ
て
み
る
と
達
成
感

が
あ
っ
て
面
白
く
、
院
内
病

児
保
育
室
の
新
設
、
ワ
ー
ク

ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
授
業
や
キ

ッ
ズ
ス
ク
ー
ル
の
開
講
、
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
ナ
ー
ス
制
度
や

二
輪
草
枠
医
員
制
度
の
実
施

等
、
全
国
初
と
な
る
よ
う
な

企
画
を
い
く
つ
も
考
え
て
実

施
し
た
。

看
護
部
長
を
始
め
と
す
る

看
護
部
、
看
護
学
科
の
教
員

の
方
々
、
そ
し
て
二
輪
草
セ

ン
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ
に
恵
ま

れ
て
、
北
海
道
や
旭
川
市
か

ら
模
範
的
な
取
り
組
み
と
し

て
表
彰
さ
れ
、
高
橋
は
る
み

北
海
道
知
事
（
当
時
）
に
も

視
察
に
訪
れ
て
頂
い
た
。

ま
た
、
キ
ッ
ズ
ス
ク
ー
ル

に
参
加
し
た
小
学
生
か
ら
、

「
ま
た
来
年
も
参
加
し
た
い
」

と
言
わ
れ
た
り
、
ワ
ー
ク
ラ

イ
フ
バ
ラ
ン
ス
授
業
に
参
加

し
た
女
子
学
生
か
ら
、
「
初

め
て
自
分
の
将
来
を
真
剣
に

考
え
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま

し
た
」
と
感
謝
さ
れ
た
り
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

授
業
は
医
学
部
の
３
年
生
を

対
象
と
し
て
、
10
年
間
継
続

し
て
行
っ
て
い
る
。
菅
野
恭

子
二
輪
草
セ
ン
タ
ー
助
教
授

が
授
業
中
に
実
施
し
た
学
生

へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
解

析
し
た
と
こ
ろ
、
過
去
10
年

で
男
子
学
生
の
意
識
が
変
わ

り
、
育
児
に
参
加
し
た
い
と

す
る
割
合
が
増
え
て
き
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
今
後
、
育
児
は
両
親
が

平
等
に
担
当
す
る
時
代
に
変

わ
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。

４
．
二
輪
草
セ
ン
タ
ー
の

活
動
か
ら
私
が
得
た
も
の

二
輪
草
セ
ン
タ
ー
に
お
け

る
、
誰
も
や
っ
た
こ
と
の
な

い
オ
リ
ジ
ナ
ル
企
画
を
考
え

て
実
行
し
、
何
ら
か
の
成
果

を
挙
げ
る
と
い
う
活
動
は
、

プ
ロ
モ
ー
タ
ー
タ
イ
プ
の
私

の
性
分
に
合
っ
て
い
た
。
後

輩
の
女
性
医
師
が
育
児
と
仕

事
の
両
立
に
悩
ん
で
お
り
、

そ
れ
を
い
く
ら
か
で
も
助
け

る
こ
と
が
で
き
た
の
も
う
れ

し
い
出
来
事
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
私
に
は
子
ど
も

が
い
な
い
の
で
、
ど
ん
な
に

子
育
て
支
援
活
動
を
推
進
し

て
も
、
直
接
恩
恵
を
受
け
る

当
事
者
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
か
ら
、
「
別
に
自
分
の
た

め
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
」
と

い
う
わ
け
で
、
誰
に
も
遠
慮

す
る
こ
と
な
く
活
動
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

私
が
女
性
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
子
育
て
と
の
両
立
に
苦

し
む
女
性
医
療
人
に
対
し
て

は
、
恐
ら
く
男
性
医
師
よ
り

も
共
感
を
持
つ
こ
と
が
容
易

で
あ
っ
た
と
い
う
強
み
も
あ

っ
た
。
ま
さ
に
、
二
輪
草
セ

ン
タ
ー
は
私
の
強
み
を
生
か

す
こ
と
が
で
き
る
絶

好
の
場
で
あ
っ
た
。

人
は
個
人
個
人
の
さ

ま
ざ
ま
な
特
性
を
生

か
す
仕
事
を
与
え
ら

れ
た
時
に
、
一
番
良

い
仕
事
が
で
き
る
と

思
う
。
そ
の
意
味
で

ま
さ
に
適
材
適
所
だ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
活
動
を

評
価
頂
き
、
２
０
１

８
年
に
は
北
祐
会
神

経
内
科
病
院
の
濱
田

啓
子
先
生
（
故
人
）

に
推
薦
し
て
頂
き
、

日
本
女
医
会
の
「
吉

岡
彌
生
賞
」
を
頂
い

た
。今

後
は
、
谷
野
美
智
恵
病

理
部
教
授
が
セ
ン
タ
ー
長
を

務
め
る
。
二
輪
草
セ
ン
タ
ー

旭川医科大学 二輪草センター
（復職・子育て・介護支援センター）

二 輪 草 だ よ り

ババッッククアアッッププナナーースス、、病病児児・・病病後後児児保保育育室室、、カカウウンンセセリリンンググ相相談談
【【１１月月２２００日日～～２２月月１１９９日日ままででのの利利用用状状況況】】

バックアップナース 依頼回数 １６回 稼働回数 １６回

病児・病後児保育室 依頼回数 １４回 利用回数 １２回

カウンセリング相談 利用回数 １回

＊病児・病後児保育室は全職員・学生がご利用になれます

２０２ 年２月号
発行：二輪草センター

【お問い合わせ先】 旭川医科大学 二輪草センター（復職・子育て・介護支援センター）
〒078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1
TEL 0166-69-3240（内線3240)サンニンヨレ FAX  0166-69-3249
開設時間8時30分～17時15分 E-mail: nirinsou@asahikawa-med.ac.jp
ホームページ

講師：事務局人事課 労務管理係長 富田 直樹さん

※こちらの動画は 年 月に配信したセミナーの再配信です

令和 年 月 日・ 日冬休みキッズスクールを開催しました。
両日とも欠席なく、 は 名、 は 名の子供たちが参加しました。

産婦人科 林 なつき先生による特別授業『赤ちゃんがうまれるまで』では、まずス
ライドで赤ちゃんの胎内での成長の様子を見せてもらいました。クイズを交えながら
わかりやすく話をしていただき、子供たちは真剣に話を聞いていました。
その後実際に顕微鏡で受精卵を見ることができ、子供たちは興味津々でした。

また、経膣分娩時の赤ちゃんのとりあげとして、へその緒や胎盤の
取り出しを人形を使って実際に体験させていただきました。中には
初めての光景に戸惑い、少し遠くから様子を見ている子供もいまし
たが・・子供たちにとって大変貴重な経験になったことと思います。

工作では、個々に好きなイラストで『キラキラ☆ステンドグラス』を
作りました。各自でアレンジを加えてみたり、個性あふれる素敵な
作品が完成しました。
学生の活動では室内で挨拶じゃんけん、カタカナゲームを行い、 日目は体育館でド

ッチボールやゲームで思いっきり体を動かして遊びました。学生さんや異学年の友達
との交流を楽しみながら盛り上がる子供たち。笑顔もたくさん見られました。
おやつは『プリンアラモード』作り！各自喫茶店のメニュー顔負け？の独創的なプリ

ンを作り、出来上がりに大満足！みんなでおいしくいただきました。

今回もたくさんの方にご協力いただき、無事に 日間のキッズスクー
ルを終えることができました。

キッズスクールの開催にあたり、年末年始のお忙しい中、数名の学生ボランティアさ
んが参加して下さり、事前の準備や後片付けを含めてお手伝い頂いたこと、子ども達
と楽しく過ごして頂いたことに心から感謝致します。
また、産婦人科の林なつき先生にはご多忙の中 日間にわたってお時間をいただき

貴重なお話を聞かせていただいたこと、藤井智子教授をはじめ、いつも快く開催場所
をお貸しくださる看護学講座の諸先生方、ご理解・ご協力を頂いております各部署の
皆様にも改めて感謝申し上げます。
今後もキッズスクールが子供たちのお休み期間の楽しい思い出の1ページとなっても
らえるよう、職員一同思案をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致
します。

二二輪輪草草セセンンタターーでではは本本のの貸貸出出ししをを行行っってていいまますす！！

子子育育てて・・キキャャリリアア・・介介護護等等のの本本をを用用意意ししてていいまますす
興興味味ののああるる方方はは二二輪輪草草セセンンタターーへへおお立立ちち寄寄りりくくだだささいい

二二輪輪草草ブブッッククリリスストト →→

センターが月1回発行している「二輪草だより」

の
取
り
組
み
と
働
き
方
改
革

に
よ
り
、
医
師
が
人
間
ら
し

い
生
活
を
取
り
戻
し
、
誇
り

あ
る
仕
事
を
全
う
で
き
る
社

会
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
。

旭川医科大学
 復職・子育て・介護支援のための
       「二輪草センター」の取り組み

旭川医科大学二輪草センター長
山本明美
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